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都市直下型地震

安政江戸地震

安政2年10月2日亥の刻 （1855年11月11日22時

ころに いわゆる安政地震が発生した。震源地に

はいろいろな説があるが私は江戸川・荒川の河口

付近と考えている 。震源の深さは約40～60km。

マクニチュードは、従来より少し大き目に見て

7.0～7.1くらいであろう。

被害は深川・本所・浅草・下谷・日本橋 ・上野

周辺・曲輪内で大きく 、山の手では比較的小さか

った。世田谷辺では被害がなかったという記録も

残っている。幸いに町方の被害の資料が残ってい

るか＼町方総言十で死4,741名、傷2,759名、潰家

14,346軒＋1,724棟、漬土蔵1,410となっている。

この建物の被害には焼失も含まれていると思われ

る。被害は神奈川・千葉・埼玉・茨城などの各県

にも友んだが総計は、筆者の見積もり （少なく見

積もって）で死7,468名 、屋敷 ・住居の漬1,727

棟＋15,294軒、半潰4,071軒、破損1,251件に及ぶ。

その他土蔵の潰1,736余、半潰749余、破損1,225

余である。

また、液状化現象が所々で見られた。亀有では

損3万石、田畑に小山や沼が出来たという。江戸

川区桑川町ではすさまじい液状化現象が見られた

（古文書に 「地裂巾二三尺、水沸騰すること道路

にて膝に友ぶ」と記 しである）。埼玉県の幸手付

近の52ケ村では合計で家数5,041、そのうち湊 は

僅 かに17軒、潰同様3,248で、その他は残らず破

損したという。そして死者はなかったらしし、。こ

のように振動そのものによる被害は少なく 、漬同

様が非常に多いという ことは、この村々が田園地

帯であることと考え合わせると、 強い液状化現象

が現れたのではないかと思われる。

震後、江戸では30ヶ所余から出火した。幕府が

作った焼失地域や出火点を示す詳細な絵図が残っ

ている。そのうちの 部分を口絵裏面に図示して

おいた （図中・は出火点、点線は焼失区域）。 こ

れによると、焼失面積は長2里19町余、巾平均2

町余となり、関東地震の時の焼失面積の凡そ20分

の1に当る （図とかわら版の終わりの所にある焼

失屋敷を照会すると、かわら版の情報が正しいこ

とカfわかる）。

かわら版の文字は焼失 した場所 （町名・屋敷名）

を示 し、絵は火災の有様を画いたものである。か

わら版の最後に御救小屋 （今の避難所）を5ヶ所

(1幸橋御門外、 2浅草広小路、3上野広小路、 4深

川海辺新田、5同八幡社内）に建てたことが記 さ

れている。これは野宿を余儀なくされている窮民

を救う ために造 られたもので、 2と4は10月5日の

夕刻、 1は翌6日の夕刻に開設され、更に不足とな

ったために3と5が士曽言支された。10月18日までに

御救小屋に入った人は2,696人、 1人1日3合の米が

給せられた。世の中が落ち着いてくると小屋から

出る人もいて、翌安政3年1月26日にはすべての

御救小屋が閉じられた。この御救小屋には有徳の

人から現金・食料品・調昧料その他日用品の寄付

および髪結いなどの奉仕があった。寄付者の中に

は新門辰五郎やニ代目志ん生の名もみえる。

江戸町奉行の与力であった佐久間長敬の話によ

ると、御救小屋は定受負人に発注することになっ

ていたらしく、定受負人は必要な材料を普段から

用意 していた し、屋根などはー坪単位で‘用意 して

いた。千坪位の小屋は半日で完成する仕組が常に

用意しであったとのことである。

直下型地震である江戸地震では震動・火災・液

状化による被害が目立った。直下型地震ではこの

他にも地変あるいはライフラインの供給不能によ

る被害も考えねばならなし、。災害が多様化する中、

地震に対する心構で最も重要なことは、基本を守

ることであろう。「地震 を恐れず侮ら ず、正しく

理解するJことが大切である。具体的には自宅の

耐震性の向上、家具の固定、火を出さない心構え

と近所の協力である。

宇佐美龍夫 ｛うさみ たつお／東京大学名誉教授）
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規制改革推進の一環として建築基準法の性能規定化に引き続き消

防法第17条が改正され、消防用設備等についても、消火、避難その

他の消防活動のために必要とされる性能を有するよう設置、維持し

なければならないこととされた。

今後、これまでの仕様書的な技術基準とは別に、必要性能を有し

ているかどうかを評価する客観的検証法が整備される一方、総務大

臣の認定を受けた新技術を用いた特殊消防用設備が増加すると思わ

れる。

これらの動向を踏まえ、東京消防庁では、これまで行ってきた消

防用設備等の診査・検査、査察業務などを性能規定化に合わせた合

理的客観的なものにするために、予防業務担当職員に対する研修を

始めたところである。

研修は２日間で１日目は避難安全検証、２日目は自動火災報知設

備の性能検証である。避難安全検証については、避難安全設計の考

え方、初期消火時の燃焼性状と煙流動、避難行動の特性、避難安全

性の評価方法についての講義と避難計算の実習、自動火災報知設備

の性能検証については火災感知の理論、感知器設置設計についての

講義や感知器の予測計算の実習などである。

当庁では平成16年から18年までの３年間に約1,000名の職員を養

成する計画であり、逐次スプリンクラー等による初期消火抑制性能

評価や共同住宅の特殊適用に際しての排煙性能等の評価も課目に加

えていく予定である。

また、各種催物の届出に際しての避難通路の設定、防火対象物の

用途変更や模様替えに際しての感知器の付け替えや設置、個数の算

定などにも研修の成果を応用していく予定である。

政省令基準どおりの、いわゆるルートＡで消防用設備等が設置さ

れた防火対象物も経済状況その他により年々使用形態が変化してお

り、当庁としては人命安全とコストの両面を考慮した最適思考でこ

れからの予防行政を進めていきたいと考えている。
関口
せきぐち

和重
かずしげ

東京消防庁次長兼予防部長事務取扱

性能審査研修

防災言
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我々の日常生活は最近ますます便利になっ

ている。電話やメールでグルメ商品や事務用

品を自宅まで届けてもらえる。夜中でもピザ

や寿司は注文後30分もすれば食卓に並ぶ。商

品に不満があれば取り替えてくれるし、返品

も一定期間内であれば有効である。消費者は

王様であり、お客様は神様としてもてはやさ

れている。こんなに便利になったのは、商品

を取り扱う業者が、運送コストと事故やクレ

ームに対するリスクを負担しているからであ

り、それぞれの負担コストは、当然商品価格

に組み込まれているからである。便利で楽し

い消費生活を享受する側からは、売買契約と

いうルールを中央にはさんだ、売り手と買い

手の知的ゲームはなかなか見えにくいかもし

貿易取引とリスク負担

加藤
か と う

靖弘
やすひろ

追手門学院大学経済学部 助教授

れない。このような過剰サービスとも言える

時代の20才前後の若者に、リスク負担を考え

てもらおうとするのが、筆者の日常業務のひ

とつである。

貿易という商行為、経済活動は、契約に基

づいて各種の実務が履行される。また、売り

手と買い手の両者に、一定の債権・債務の関

係が発生する。売り手には契約で明記された

物品を買い手に引き渡す義務（債務）が生じ、

買い手には代金支払いの義務（債務）が生じ

る。売り手に発生する債権は、売買代金を受

け取ることであり、買い手の弁済義務が完了

すれば売り手の債権は消滅する。同じく、買

い手に発生する債権は、契約に明記された物

品の引き渡しを受けることであり、売り手の

弁済義務が完了すれば、買い手の債権は消滅

する。このようにして売り手と買い手の双方

とも、各々の債務を履行し、各々の債権が確

保されれば、売買契約は円満に終了する。し

かしながら現実社会では、双方の意図したこ

と、望んだこと以外の事故も時々発生する。

特に売り手にとっては、契約で明記された

物品を、無事に船積みすればその債務履行を

果たすことになる。国際物品売買の引き渡し

条件（運賃負担とリスク負担の限界規定）は、

パリに本部をおくＩＣＣ(国際商業会議所)に

より制定されたインコタームズと呼ばれる国

際慣習規則が、貿易に従事する人々に幅広く

使用されている。よく利用されるＦＯＢ(Free

On Bord) 条件やＣＩＦ (Cost,Insurance and
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Freight) 条件では、物品が指定された本船の

甲板に無事に着船（物品の引き渡し義務完了）

すればリスク負担者が売り手から買い手に移

る。リスク移転後、売り手は必要な書類を整

えて、銀行から代金の支払いを受けるのが一

般的である。売り手の物品を積んだ船が港に

停泊中に沈没や火災にあい、契約物品が滅失

しても買い手は代金の支払い債務を免れない。

売り手は銀行を通じて代金回収を行う。売り

手の債権は物品の滅失と共に消滅することは

決してない。買い手は、自らが注文契約した

物品が手元に届くことがないことを知ってい

ながらも、代金を支払う。出港後の航海中に

発生した事故も同様である。買い手は貨物保

険を契約物品に付保しているはずであるから、

損害保険会社に求償手続きをすることになる。

貿易に関する貨物保険金額は、売買代金（Ｃ

ＩＦ価格）の110％以上が付保されているの

で、幸い買い手は、事故が発生した取引で大

きな損害を被ることはない。

リスクが移転すること、すなわちある時期

において、売り手が負担していたリスクが買

い手に移転することを認識しておけば最大の

悲劇は回避できる。売り手にとっては自らの

支配する物品のリスクをどこまで負担するの

か（リスク負担の限界）が重要である。反対

に、買い手にとっては、たとえどれ程遠く離

れた異国にあろうとも、引き渡しを受ける物

品のリスク負担がどの地点から生じるのか

（リスク負担の引き受け）を明確に認識してお

くべきである。両当事者のどちらもが、その

物品のリスク負担を免れるということはな

い。

売買契約時の貿易条件の少しの違いが、代

金回収の成否を握る事もある。阪神淡路大震

災は誠に不幸な災害であったが、同時に、リ

スク移転に関して大変興味深い事例が報告さ

れている。事故が起きれば売り手と買い手の

いずれかが、物品のリスク負担者となる。

引き渡し条件の違いによるリスク負担者の

損害事例

ある輸出業者はその輸出用の貨物をＦＯＢ

条件で引き渡す契約をした。地震の発生前日

に輸出用貨物は倉庫に搬入された。貨物のリ

スク移転地点はShip's rail（船側手すりで）あ

るから、リスク負担は買い手に移らず売り手

に止まっていた。翌日地震が発生した。売り

手は代金を回収できなかった。

別の業者はＦＣＡ (Free Alongside Ship) 条

件で売買契約を結び、貨物をコンテナ・ヤー

ドに持ち込んだ。運送人渡しと呼ばれるこの

条件では、コンテナ・ヤードに持ち込まれ、

運送業者の支配下に貨物が置かれた時点で物

品に対するリスクは買い手に移転する。その

後貨物がコンテナ・ヤードに置かれている間

に地震が発生し、貨物は滅失毀損してもリス

ク負担者は売り手から買い手に移転している

ので、この輸出業者は代金を無事に回収する

ことができた。

ずいひつ
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１．はじめに

新聞の折り込みチラシに「国産牛肉フェア」の

文字。妻が夕食の買い物をするためスーパーに出

かけると、「○○牛を使用」のラベルが張られた

ステーキ用の牛肉パッケージがずらりと並んでい

る。「家族の喜ぶ顔が見たい」と思い購入した。

夕方、スポーツ教室に通っている子供がお腹を

空かして帰ってくる。夫も仕事を終えて帰宅した。

夕食時、大ぶりなステーキを目の前に子供がはし

ゃぐ。夫はステーキをほおばりながら満足げにう

なずく。妻は家族のうれしそうな表情を見てほほ

えみ、心の中でつぶやいた。「名産のお肉を買っ

てよかった。国産だから安心だし」。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

家族そろっての楽しい夕食に水を差すつもりは

ないが、そのステーキは果たして正真正銘の国内

の名産牛を使用したものだろうか。本物の名産牛

だったとしても、加工や輸送の最中、あるいは倉

庫で保管する際に高温にさらされて味が落ちてい

ないか。

食料品の産地偽装や賞味期限の偽表示など、信

＊くりはらもと／日経BP社 日経コンピュータ編集　記者

じがたい問題が発覚してから一定の時間が経過し

たことで、騒動はひとまず収まった。しかし、で

ある。騒動が収まったからといって、食に対する

信頼が回復したわけではない。今のところ、消費

者が自らの手ですべての食料品の産地などを確認

する方法はない。商品のラベルに表示してある内

容を信じるしかない点は、以前と同じである。

ところが近い将来、食に対する不安から消費者

が解放される可能性が出てきた。そのカギを握る

のが、最近話題になっている「ICタグ」である。

2．産地証明や防犯など
応用は多岐にわたる

ICタグとは、情報を記録しておくための小さな

IC（集積回路）チップと、無線通信用のアンテナ

を組み合わせた小型装置のこと。アンテナの形に

よってコインや棒、カード、シールなど色々な形

状のものがある（写真１）。

ICタグのICチップに情報を書き込んだり、書き

込んだ情報を読み取る際には、「リーダー／ライ

ター」と呼ぶ専用の通信装置を使う（写真２）。

このときICタグとリーダー/ライターが無線で通

信することから、ICタグのことを「無線ICタグ」

「ICタグ」がもたらす快適生活
－食の安全性や旅行の利便性を向上　エスカレートする犯罪も防ぐ－

栗原雅＊

写真１　色々な形状のICタグ
指の上にある小さな黒い点は
ICタグに使われるICチップ



預けて、“手ぶら”で海外の目的地に行けるよう

にするサービスも実験されている。コミック本や

写真集など書籍の盗難を防止する目的でICタグ

を使おうとする動きもある。

3．野菜を購入する前に
自分で安全性を確認

食に対する不安の払拭を目指した取り組みの例

に、「T-Engineフォーラム」の実験がある。T-

Engineフォーラムは、ICタグの活用方法を研究

して普及を図る業界団体である。2004年１月から

２月にかけて、野菜の生産から販売までの履歴を

コンピュータ・システムで管理し、消費者がスー

パーで野菜を購入する際に、野菜の生産段階から

収穫、店舗で販売するまでの過程を確認できるか

どうか検証した。実験には神奈川県で店舗を展開

する京急ストアと、よこすか葉山農業協同組合、

同農協に加盟する農家が参加した。

この実験では、キャベツと大根にICタグを取

り付けた（写真３）。具体的には、農家で収穫し

た野菜を収めて輸送するときに使う段ボール箱

と、店舗での販売時に野菜を一つひとつ小分けす

るビニール製の袋にICタグを付けた。農家が使
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や「無線タグ」、「RFID（Radio Frequency ID）タ

グ」、「RFタグ」と呼ぶことも多い。いずれかの

名称を新聞や雑誌で見たり、テレビや知人から聞

いたことがある人は多いだろう。

ICタグには電源を備えるものと、持たないもの

がある。前者のICタグは自ら電波を発信してリー

ダー/ライターと通信する。後者はリーダー／ラ

イターが発信する電波を電力に変換して通信する

（図１）。通信距離は数センチから７～８メートル

で、電波の周波数や強さによって異なる。一般に

電源を備えるICタグのほうが、より遠くにあるリ

ーダー／ライターと通信することが可能だ。

形状や電源の有無など違いはあるものの、総じ

てICタグの応用範囲は広い。最も身近なところで

は、JR東日本の乗車券「Suica」がある。Suicaは

タグ（札）の形をしていないが、構造と通信の仕

組みはICタグそのものだ。SuicaにはICチップと

アンテナが内蔵してある。自動改札機はリーダ

ー／ライターを備え、Suicaを所定の場所にかざ

すと無線通信によってICチップに乗車履歴を記録

したり、所定の運賃を精算している。

まだ実験の域を出ていないが、食料品の産地や

流通経路、生産方法などの証明に活用して、食へ

の不安を解消するための取り組みも盛んに実施さ

れている。旅行の際に手をわずらわせる大きなス

ーツケースやボストンバッグを自宅で宅配業者に

写真２　リーダー/ライターの例
ハンディ・ターミナル型やリスト・バンド型、
ゲート型のものがある

①リーダー／ライターが常に電波を発信

③ICタグが電波を受信して、
リーダー／ライターとの間で更新を開始

②リーダー／ライターの
電波を受信すると、
ICに電流が流れる。

ICダグ

リーダー／ライター

図１　ICタグとリーダー/ライターが通信する仕組み

（電池を持たないICタグの場合）
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用する農薬のボトルにもICタグを付けておく。

ICタグには、それぞれ異なる固有のIDが書き込

んである。

農家は畑で農薬を散布する際、農薬のボトルに

付いたICタグのIDを、リーダー／ライター機能

を搭載した小型端末で読み込む。この情報は小型

端末に格納されると同時に、PHSを使って小型端

末からT-Engineフォーラムのコンピュータ・シス

テムに送られ、日付とともに登録される。

出荷時に収穫した野菜を箱詰めする際は、段ボ

ール箱にあらかじめ付けたICタグのIDを小型端

末で読む。これが出荷日としてコンピュータ・シ

ステムに登録され、農薬の散布情報と関連づけて

管理される。

京急ストアでは段ボール箱が届くと野菜を一つ

ずつ袋に詰め替える。このときに、段ボール箱と

袋にそれぞれ付けてあるICタグのIDを小型端末

で読み取り、両者を関連づけてコンピュータ・シ

ステムに送る。

野菜売り場には、リーダー／ライターの機能を

備える液晶ディスプレイが設置してある。消費者

が野菜の袋を所定の位置に置くと、リーダー／ラ

イターが自動でICタグのIDを読み取る。そして

IDを基に、その野菜の農薬散布に関する情報や

出荷日をコンピュータ・システムから取り出し、

液晶ディスプレイに表示する。消費者は自らの手

で、購入する野菜の安全性を確認できるわけだ。

４．盗難や盗品の転売を未然に食い止める

食とは別の視点で、ICタグによって安全を確

保しようとする試みもされている。講談社や集英

社、三省堂書店といった、出版社と書店が中心に

なって進めている実験だ。「出版社から書店への

物流業務の効率化」と「書籍の盗難防止」を目指

して、昨年からICタグの実験を行っている。

出版業界にとって、書籍の盗難は特に深刻な問

題だ。書店で人気タレントの写真集やコミック本

を盗み、古書販売店に持ち込んで転売して現金を

得るといった犯罪が多発しているといわれてい

る。経済産業省によると、書店１店舗当たりの平

均被害額は毎年増加しており、2002年に210万円

を超えた。犯人を取り押さえようとした書店の店

員が、暴行を受けるという被害も発生している。

こうした犯罪を一掃することは、出版業界にと

って長年の“悲願”といえる。それを達成する仕

組みをICタグで確立できるかどうか、出版業界は

検証を進めている。

出版業界が考えている盗難防止の仕組みはこう

だ。書店で販売する書籍の１冊ずつにICタグを取

り付け、書棚にはリーダー/ライターを設置して

おく。書棚のリーダー/ライターはほとんど常に、

書棚に並んでいる書籍のICタグの情報を読み続け

る。書棚から書籍を取り出すと、その書籍に付い

ているICタグの情報はリーダー／ライターで読め

ない。ある書籍に付けたICタグの情報がリーダ

ー／ライターで読めなくなると、「書棚から書籍

が取り出された」と分かる仕組みだ。

この仕組みを盗難か否かの判断に使う。例えば、

特定の書棚から瞬時に５冊の書籍が取り出された

場合に「盗難の疑いがある」と判断する。そして

警告音を鳴らすなどして店員に知らせる。

書棚で警告音が鳴らなかったときに備えて、書

店のレジと出入口にもリーダー/ライターを設置

しておく。書籍の代金をきちんと支払うと、レジ

のリーダー／ライターを使って書籍のICタグに

「支払い済み」の情報を書き加える。出入口のリ

ーダー/ライターは、そこを通過する書籍のICタ

グの情報を読み取る。このときICタグに「支払い

済み」の情報が書き込まれてなければ、やはり警

告音を出す。

発売されたばかりの人気タレントの写真集が書

店から次々と姿を消し、数日後に古書販売店に並

ぶというのは、よく聞く話だ。もちろん古書販売

店に並んだ写真集がすべて盗品だとは断言できな

いが、書籍が古書販売店まで届く経緯を確認でき

ない以上、盗品を含んでいる可能性は捨て切れな

い。

ICタグに「支払い済み」の情報を書き込むこと

で、盗んだ書籍を転売できなくする方法も考えら

れる。古書販売店は書籍を買い取る際、書籍に付

いているICタグの情報を読み取る。このとき「支

払い済み」の情報を確認できれば買い取るが、な

ければ「盗品の疑いがある」として買い取りを拒



否する。盗品は買い取ってもらえないとなれば、

少なくとも転売目的で書籍を盗難するという犯罪

は抑止されるだろう。

５．大きな荷物を持たずに
海外旅行に出かける

できることなら海外旅行は身軽で行きたい。こ

うした夢を実現しようと、国土交通省は2004年

３月～８月にかけて、ICタグを使った「手ぶら

旅行」の実験を実施した。自宅でスーツケースや

ボストンバッグなどの手荷物を宅配業者に預けれ

ば、搭乗便に載せて目的地まで運んでくれるとい

うものだ。実験には日本航空（JAL）と全日本空

輸（ANA）のほか、佐川急便や福山通運などの

宅配業者が参加。JALかANAの便で成田空港から

海外に出発する旅客を対象にした。

まず旅客は出発２～３日前までに、宅配業者に

手荷物の引き取りを依頼する。同時に出発日や搭

乗便名などを伝える。宅配業者は集配担当者を旅

客の自宅に派遣して手荷物を預かる。その際、あ

らかじめ出発日、搭乗便名などの情報を書き込ん

だICタグを手荷物に付ける（写真４）。

旅客の手荷物はいったん成田空港の最寄りの集

配センターに集められた後に、成田空港にある

JALやANAの拠点に配送される。このとき集配セ
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ンターの担当者はリーダー/ライター機能を備え

る小型端末でICタグの情報を読み取り、成田空

港に設置した手荷物管理用のコンピュータ・シス

テムに送信する。

JALとANAの担当者は手荷物が届くと、特殊な

装置を使って手荷物に爆発物が含まれていないか

などを検査。結果を手荷物に付いているICタグ

と、手荷物管理用のコンピュー・システムに登録

する。

検査済みの手荷物は航空会社のチェックイン・

カウンタに設けたスペースに一時保管される。出

発当日、旅客が搭乗手続きを終えると、到着地や

搭乗便を記したバーコードを発行して手荷物に張

り付ける。そして他の旅客の手荷物と同様にチェ

ックイン・カウンタ背後にあるベルト・コンベア

を通って飛行機に積載され、目的地まで運ばれる。

旅客は目的地に到着したら、飛行場の荷受け場所

で手荷物を受け取れる。

６．実用化の課題は多く道のりは険しい

これまでに紹介した政府や企業、団体の動きか

ら、「ICタグが使われ始める時期がそこまで来て

いる」と感じたかもしれない。しかし実際には、

ICタグを実用化するうえで多くの課題が残って

おり、道のりは決して平坦ではない。数ある課題

の中でも特に大きいのが、ICタグ１個当たりの

値段である。

ICタグのコストは数年前に比べると確実に下

がりつつある。かつては安くても数百円していた

単価が、現在の相場では安いもので１個50円～

100円になった。それでも野菜や肉の店舗での販

売価格が数十円～数百円程度ということを考える

と、ICタグのコストはまだ高い。

この課題を解決するために経済産業省は2004

年８月、「響プロジェクト」と呼ぶ取り組みをス

タートした。２年後の2006年７月までに単価を

５円にまで下げることを目指している。響プロジ

ェクトを実際に主導するのは、「ミューチップ」

という極めて小型のICタグの製造で実績がある

日立製作所だ。NECと大日本印刷、凸版印刷が

日立に協力する。

写真４　「手ぶら旅行」の実験の様子
スーツケースやボストンバッグなどの手荷物に
ICタグを取り付けた
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響プロジェクトに関しては、「単価５円」とい

う金額がひとり歩きして誤解を招いている面があ

る。注意したいのは、響プロジェクトで５円にす

るのは、ICチップにアンテナを接合した状態のも

のである点だ。これを用途に応じてコイン型やカ

ード型に加工すると当然、単価は５円よりも高く

なる。どのような加工をほどこすかによって金額

は変わってくるが、最低でも１個当たり数十円に

はなると考えられる。

７．プライバシーの侵害を
懸念する声が上がる

ICタグには安全性や利便性を向上させられる可

能性がある反面、プライバシーが侵害されかねな

いと指摘する声もある。今のところ、国内ではそ

れほど騒がれていないが、欧米ではICタグの実

用化を目指す企業にとってすでに大きな課題にな

っている。

例えば、ICタグの導入気運が高まっていた2003

年７月中旬、世界最大の小売業である米国のウォ

ルマート・ストアーズが突然、ICタグの実験を中

止する決断をした。商品にICタグが付いている

と、「商品を買って店舗を出た後も追跡されて、

プライバシーが侵害される」と考える消費者を気

遣った。

プライバシーの侵害を懸念する消費者に反応し

た企業は、ウォルマートだけでない。イタリアの

アパレル・メーカーであるベネトンも、その１社

だ。ベネトンがICタグを商品管理に活用しよう

と検討していたところ、消費者団体が「追跡装置

が付いたベネトン商品は買うな」と不買運動を起

こした。これを知った2003年4月、「当社のブラ

ンド名で製造、販売した商品にICタグは付けて

いない」と珍しい発表をした。

二つの事例から明らかなように、プライバシー

侵害の懸念は、ICタグを実用化するうえで大きな

課題の一つになっている。

これに対して総務省と経済産業省は2004年６

月、プライバシー保護のガイドラインを作成した。

ガイドラインは大きく三つの内容で構成する。一

つは、ICタグが商品に付いていることを消費者に

知らせること。「どこにICタグが付いているか」

や「ICタグにどんな情報が記録してあるか」を表

示するというものである。

二つ目は、ICタグの機能を停止する方法を消費

者に知らせることだ。「商品に付いているICタグ

を取りはずす」や「ICタグの情報を消去する仕組

みを用意する」、「ICタグをアルミ箔で覆う」とい

った方法を消費者に知らせる。

三つ目は、ICタグに住所や氏名などを記録して

なくても、他の情報から特定できる場合は、ICタ

グの情報を個人情報として扱うこと。商品に付い

ているICタグの情報と、その商品を購入した顧客

情報を関連づけて管理する場合、ICタグの情報は

個人情報となる。

政府は早い段階でルール作りを進めておくこと

で、ただ闇雲にICタグによるプライバシー侵害を

懸念する声が上がるのを防ぎたい考えだ。

８．正しい認識の啓発が普及の鍵を握る

単価やプライバシー侵害への懸念のほかにも、

ICタグに記録する情報の内容を決めたり、ICタグ

の情報を間違いなく読めるようにリーダー／ライ

ターの性能などを高めなければならない。はっき

り言って、ICタグは課題だらけだ。しかし、そう

かといって現時点で「なんだ、ICタグは使いもの

にならないではないか」と判断するのは早合点で

ある。

前述の通り、ICタグはICチップとアンテナで

構成するシンプルなものなうえ、好きな形状に加

工できる。それだけに応用範囲は無限といっても

過言ではないほど広い。少しずつでも確実に課題

を解決していけば、間違いなく大きなメリットを

享受できる。

ICタグを普及させて生活の安全性や利便性を高

めるうえで、今最も大事なのは、ICタグの特性や

ICタグを巡る国内外の動向をしっかりと把握する

ことだ。政府や企業はICタグに対する誤解や理解

のバラツキを解消するために、消費者に積極的に

情報を提供したり、実用化に向けた考え方を共有

していく必要がある。ICタグの正しい認識を啓発

することこそ、普及の鍵を握る。
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のに、1998年には 1,667 人増加して、１万人を突

破して 1万 158人となり、1999年にはさらに1,188

人増えて 1万1,346人となっている。

このような平均寿命の延長に伴って、男女共に

長寿高齢者の増加が起こっており、そのため、日

本における「終末期医療」の重要性が一層高まっ

て来ているのである。

注：平均寿命とは、０歳の平均余命である。表示

したデ－タ－は、平成８年から15年までは、簡易

生命表によるものである。この資料は、厚生労働

省大臣官房統計情報部、人口動態・保健統計課の

「生命表」「簡易生命表」に基づいている。

２．終末期医療とは

「終末期医療」は、タ－ミナルケア（terminal

care)とも言われており、患者の病状のために治

癒が望めず、死が避けられない患者に対して、ど

のような医療が適切であるのかについて、全人的

な立場から考えていこうとする臨床の一分野であ＊ほしのかずまさ／京都大学名誉教授／医学博士

１．まえがき

日本における平均寿命は年々延び続けている。

1970年（昭和45年）における日本人の平均寿命

は、男性では 69.31歳で、女性では男性より 5.35

歳長く、74.66 歳となっていた。

その後の2003年までの33年間、女性の平均寿

命が男性のより長い傾向はずっと続いている。そ

ればかりか、同年度間における平均寿命の男女差

が、1970年（昭和45年）では 5.35 歳であったの

に、2003年（平成15年）では 6.97 歳と、女性の

平均寿命のほうが男性のよりさらに長くなり続け

て来ているのである（表）。

その要因としては、わが国における生活環境並

びに医療レベルの向上に伴い、国民の健康志向も

高まるにつれて、生活レベルも向上して来ている

ことが上げられる。

加えて、わが国の超低出生体重児を含む低出生

体重児（いわゆる未熟児）の死亡率が世界に先駆

けて急減したこともあり、国民の平均寿命が世界

で最長となって久しい。

そして、1991年に、100 歳を迎えて健在の双子

姉妹が、“きんさん・ぎんさん”として、社会的

に有名になってから、100 歳を越える人々の増加

が注目されてきた。

新聞報道によれば、今から７年前の1997年に

は100歳を越えた高齢者の数は、8,491人であった

日本における終末期医療の現状

星野一正＊

表　日本人の平均寿命（単位　年）

年　次 男 女 年　次 男 女

昭和45年 69.31 74.66 平成９年 77.19 83.82
50 71.73 76.89 10 77.16 84.01
55 73.35 78.76 11 77.10 83.99
60 74.78 80.48 12 77.72 84.60

平成２年 75.92 81.90 13 78.07 84.93
７ 76.38 82.85 14 78.32 85.23
８ 77.01 83.59 15 78.36 85.33
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り、社団法人全日本病院協会では次のように定義

づけている。

『終末期医療とは、ターミナルケア。現代医療

における治療の効果が期待出来ず、延命を図る積

極的治療がむしろ不適切と考えられる状態で、生

命予後が６カ月以内と考えられる段階にある末期

患者の看護をいいます。』（社団法人全日本病院協

会発行の「全日病ニュース」（2001年９月１日

号））

すなわち、医師のみならず看護師はもちろん、

すべての医療関係者が、ソーシャルワーカー、心

理学者、宗教家、社会学者、その他の研究者など

と共に、患者に対して全人的なケアを行う広義の

医療行為なのである。このようなケアは、「緩和

ケア (palliative care)」と呼ばれている。

３．世界保健機構が定めた「緩和ケア」
の定義

世界保健機構 (WHO)が定めた「緩和ケア」と

は、生命の危険をもたらす疾患にかかわる問題に

直面した患者はもちろん、患者の家族たちの「生

命の質」(quality of life: ＱＯＬ) を改善するような

手掛かりとなるケアである。患者の疼痛や他の問

題、すなわち身体的、心理的、社会的並びに精神

的な問題に対して早めに対処し、苦痛を防ぎ、か

つ苦痛から解放することによって、生命を危うく

する病気と関係のある問題に直面している患者や

家族のＱＯＬを改善する手掛かりとなるものであ

る。具体的には、次のように定義されている。

①疼痛や他の苦痛を与えるような症状から解放さ

せる。

②生きていることを肯定し、死を当たり前の過程

として大切にする。

③死の到来を早めたり遅らせる試みをしない。

④患者のケアの心理的な面と精神的な面とを統合

する。

⑤患者が死亡する迄、出来るだけ活発に患者の生

命を救うべく支持系統を提供する。

⑥患者の病気中並びに家族自身の死別において家

族が対処出来るように支持する方法を提供し

なければならない。

⑦死別の指導が必要な場合には、患者やその家族

が必要なことを表明すべくチーム・ワークが

必要である。

⑧生命の質（ＱＯＬ）を高めるであろうし、病気

の経過にもよい影響を与えるであろう。

⑨病気の経過の初期には、化学療法あるいは放射

線療法のような延命の可能性のある他の治療

法の併用が適用されようし、また、痛ましい

臨床的な合併症についてよりよい理解をし、

処理するのに必要な他の観察を含んでいる。

なお、末期医療を巡る生命倫理に関しては、以

下に参考資料を紹介する。

「21世紀の末期医療」〈厚生省健康政策局総務課監修〉

（中央法規出版 2000年６月10日発行）

2 ～ 28頁 『末期医療に関する意識調査等検討会報告書』

108～115頁 『我が国におけるホスピス・緩和ケアの歴史』

116～126頁 『ホスピス・緩和ケア・21世紀の医療システム・モデル』

127～133頁 『ターミナルステージのセーフティネットワークが是非必要』

134～141頁 『末期医療を巡る生命倫理』

142～148頁 『家族の肖像』

149～158頁 『末期医療―単なる延命治療の中止から安楽死へ、そしてその行方』

213～217頁 『終末期医療に関する医系大学における教育の現状調査と集計結果』

(日本尊厳死協会　終末期医療に関し提言する委員会（委員長筆者）)

218～224頁 『終末期・死を巡る世界医師会の宣言集』（筆者翻訳）
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４．わが国の動向

１）厚生労働省の最近の動向

2004年６月23日に、毎日新聞は、「厚生労働省

では『末期がんなど治る見込みのない患者に対す

る終末期医療の在り方を探る研究班』を発足させ

る」と報道した。

これは、終末期医療検討会が同年同日、「延命

治療を中止する際のルール作りが必要」という報

告書案をまとめたことを受けた結果である。

その翌月の７月16日に、厚生労働省医政局では

『「終末期医療に関する調査等検討会」報告書 －

今後の終末期医療の在り方について － 平成16年

７月』と題する膨大な報告書を発表している。

延命治療をしない、あるいは途中で中止し、い

わゆる安楽死させる際の指針（ガイドライン）の

作成などを念頭に、検討をするようである。

現在、個々の関係学会等が「延命治療中止の指

針」の作成を試みているが、尊厳死論議の高まり

など国民の関心も高いとして、同省は統一した指

針を示す必要があると判断したのである。

２）『終末期医療に関する調査等検討会』報告書

について

2004年７月16日に提出された『終末期医療に

関する調査等検討会』報告書は、次に列記する七

章からなっている。

目次

Ⅰ．はじめに

Ⅱ．意識調査の概要

Ⅲ．患者に対する説明と終末期医療の

在り方

１．病名や病気の見通しに対する説

明と治療方針の決定

２．終末期医療の在り方

３．リビング・ウイル（書面による

生前の意思表示）

４．患者の意思の確認

５．医療現場の悩み

Ⅳ．末期状態における療養場所

Ⅴ．癌疼痛治療法とその説明

Ⅵ．終末期医療体制の充実について

Ⅶ．おわりに

（別添） 終末期医療に関する調査結果

（別添） 終末期医療に関する調査票

３）『終末期医療に関する調査等検討会』報告書

とりまとめの経緯

終末期医療の在り方については、1987年以来３

回にわたって旧検討会が開催され、その都度報告

書がとりまとめられている。

このうち、第２回（1993年）、第３回（1998年）

には、一般国民、医師、看護職員、介護施設職員

（介護老人福祉施設の介護職員をいう。以下同じ。）

を対象に終末期医療に関する意識調査を実施し、

その時々の調査結果や日本人の死生観、倫理観等

を踏まえて検討を重ねてきた。

1993年度と1998年度の意識調査の結果との対比

のもとに終末期医療に対する国民の意識やその変

化を把握し、本人の意思を尊重した望ましい終末

期医療の在り方について検討を行ったのである。

さらに、2002年10月に新たに第１回の検討会を

開催し、2003年２月から３月にかけて意識調査を

実施した後、2004年６月までに７回にわたり検討

会を行い、今般、意見をとりまとめたものであ

る。

４）本意識調査の概要

一般国民、医師、看護職員、介護施設職員の計

13,794人を対象に意識調査を実施した結果、次に

述べるような概要がまとめられた。（抜粋）

１. 調査の概要

２. 結果の概要

（１）終末期医療に対する関心

一般国民、医師、看護職員、介護施設職員

の大多数は終末期医療について「非常に関心

がある」「まあ関心がある」と回答している。
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考え方には賛成するが、書面にまでする必要

がない」と回答した者も含めると、死期が近

い時の治療方針に関し、国民の多くは患者本

人の意思を尊重することに賛成している。

（７）終末期医療に対する悩みと疑問

（８）終末期における療養の場所

（９）癌疼痛治療法とその説明

（10）終末期医療体制の充実
＊詳細はhttp://www.mhlw.go.jp/shingi/

2004/07/s0723-8html#mokujiを参照して下さ

い。

５．患者や家族と医師との関係

１）アメリカでの経験

筆者は、第二次世界大戦の終戦後間もなく日本

で産婦人科医となり、1957年に医学博士号を授与

されてから半年後に渡米して、ニューヨークの病

院で、産婦人科のチーフ・レジデント (chief

resident) として、勤務し始めた。アメリカの病院

で十数人のインターンと二人のレジデントを指

導・監督しながら、多くの施療患者を含む入院患

者や外来患者の診療を担当していた。

戦勝国アメリカの患者たちの死生観や、死に直

面した時の患者の心理や態度は、日本にいる日本

人の患者や付添家族などの考え方や態度とはかな

り異なることを知り、米国の患者や家族の方々へ

の対応の仕方を学び、よい勉強になった。

すべて米語による会話で、言葉上の困難もあっ

た。ある白人の中年女性の担当患者から“I hate

a Jap. Don't touch me. Go away.”と怒鳴られたこ

とすらあった。だからといって、その患者の治療

をしなければならず、無視することは許されなか

った。

ほとんどのアメリカ人の患者たちの個人主義的

な考え方や自己主張の強さを実地経験を通して学

び、日本人患者の場合の患者対応の仕方では駄目

だということを学び始めた。

また、年齢によらず、どの年齢層においても

関心が高い。

（２）病名や病気の見通しについての説明

一般国民、医師、看護職員、介護施設職員

の多くが自分の病名や病気の見通し（治療期

間、余命）について知りたいと思っている。

自分が治る見込みのない病気に罹患した場合

に、自分の病名や病気の見通しについて知り

たいと回答した者の多くは、担当医から直接

説明を受けたいと思っている。

（３）治療方針の決定（意見を聞く対象）

担当している患者、入所者の治療方針の決

定をするに当たっては、まず、「患者本人の

意見を聞く」よりも、「患者本人の状況を見

て誰にするかを判断する」と回答する者が多

く、「患者本人の意見を聞く」「患者本人の状

況を見て誰にするかを判断する」をあわせる

と、多くの者が患者本人の意見を中心として

いる。

（４）痛みを伴う末期状態の患者に対する医

療の在り方

自分が痛みを伴う末期状態（死期が１ヶ月

程度よりも短い期間）の患者になった場合、

「心肺蘇生措置はやめたほうがよい」「心肺蘇

生措置はやめるべきである」と考える者が多

い。

（５）持続的植物状態の患者に対する医療の

在り方

自分が治る見込みのない持続的植物状態に

なった場合、単なる延命医療について、「や

めたほうがよい」「やめるべきである」と、

中止することに肯定的である者は多く、「単

なる延命医療であっても続けられるべきであ

る」と回答する者は少ない。

（６）リビング・ウイルと患者の意思の確認

方法

リビング・ウィル（書面による生前の意思

表示）の考え方について、「賛成する」とい

う意見は、前回調査時点よりも増加して過半

数となっており、「患者の意見の尊重という
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２）日米比較

1957年に初めて渡米した後、５年間一度も帰国

せずに働いた後、カナダの永久居住権を取得して

1962年の夏にカナダに移住した。その後、1977年

の秋に帰国して京都大学に赴任する迄、カナダの

大学の医学部教授・歯学部教授として研究・教育

に当たっていた。

1977年秋に21年ぶりに帰国した時には、戦後の

貧しい東京しか知らなかった筆者は、日本の繁栄

した社会や日本人の贅沢な暮しぶりにびっくりし

た。日本は全く様変わりしていて、母国に帰って

きた実感が湧かず、「今浦島」のように驚愕した

のであった。

20年間以上も英語社会で仕事をしていた江戸っ

子の筆者が、住んだこともなかった京都に北米か

ら直接に戻ったので、京都弁も分からず、京都人

のもつ常識も持ち合わせておらず、英語も通じな

いので、京都生まれの優秀な秘書を世話して貰っ

た。京都弁での日常生活にも苦労していた筆者に

とって、京都人で体調のすぐれない患者やその家

族たちと会話をして、京都のそれらの人達と意思

の疎通を円滑にするのには、大変な努力が必要で

あった。その方たちに、筆者は、上品な京都弁で

対応して上げられず、野卑な江戸っ子弁で返事や

説明をしなければならず、筆者の言うことを理解

して貰えるのかどうかも分からず、悩んだもので

あった。

ましてや、死ぬことを心配されている患者やそ

の家族の方々との会話では、単刀直入に言うこと

に馴れている北米帰りの江戸っ子の筆者として

は、言葉の選び方から、表現の仕方に、苦労した

ものであった。その上、お年寄りのご婦人の丁寧

な美しい京都言葉を理解するのが難しかったりし

て、冷や汗ものであった。

アメリカ人の場合には、医師の意見や方針に従

いながら、家族は、患者本人の希望や意思を最大

限に尊重してあげて、患者が一日でも早く回復す

るように患者を支援するのが普通であったし、現

在でも変わっていないと思われる。

一方、日本の場合には、このような場合の人間

関係が多少違うことが多いと思われる。日本人の

場合には、医師の意見や方針を基盤として尊重し

ながらも、患者の個人差を尊重して患者を中心に

家族たちが口を出して、自分たちがよいと思うよ

うに多少手を加えることに、罪の意識はないに等

しい場合が多いと思われる。

医師の指示の内容を、患者や家族たちが患者が

よいと思われる方向に、臨機応変に医師や看護師

の意見も聞かずに多少手を加えてもよいと思って

いる場合が結構あると思われる。

もちろん、大多数の患者は医師の指示したとお

りにしなければ、せっかくの薬も処置も医師が期

待したようには効果を上げないと思って、忠実に

実行しているとは思われるが。

６．まとめ

日本における終末期医療の現状について、自分

の体験を交えながらその概略をまとめてみた。

日本においては、男女共に、特に女性において

顕著に平均寿命が延び続けており、国民の平均寿

命が世界で最長となっている。100 歳を越える高

齢者の数も急増しており、1998年には１万人を突

破して、急増し続けている。

一方、わが国の超低出生体重児を含む低出生体

重児（いわゆる未熟児）の死亡率が世界に先駆け

て急減したこともあり、国民の平均寿命が世界で

最長となって久しいことも、最初に延べたとおり

である。

長寿高齢者の絶えざる増加に伴い、多くの高齢

者が終末期を迎えるために、日本において終末期

医療を必要とする患者が急増しつつある。

それに伴い、生命の危険をもたらす疾患の患者

はもちろん、患者の家族たちのＱＯＬの改善も必

要となっており、さらに、末期医療の充実進歩の

みならず、末期医療を巡る生命倫理的な考察や配

慮も必要となっているのである。

終末期患者の死の迎え方やその心の準備、並び

にその家族等における対処の心掛けなども、必要

かつ重要な問題である。
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本ではあまり受け入れられないためか、倫理や道

徳という言葉が定着しないうちに、コンプライア

ンス、ＣＳＲと言葉が広がっていき、私自身も研

究領域がだんだん広がってきています。

長谷川（知） 日本経団連は企業行動憲章を

1991年から出していますが、私は96年に、企業

行動憲章の改定や実行の手引きの作成にかかわり

ました。

また、日本経団連の姉妹団体の海外事業活動関

連協議会(ＣＢＣＣ:Council for Better Corporate

Citizenship)は、主に海外を中心とした企業市民

活動を推進する協議会です。最近は活動対象の幅

を少し広げ、ＣＳＲをめぐる国際的な動向に関す

る情報収集や、先駆的な企業の優良事例紹介も行

っています。現在私は、ＣＢＣＣを担当していま

す。

ＣＳＲについては、日本経団連の社会的責任経

座談会

なぜ今、ＣＳＲなのか

最近、企業の社会的責任（ＣＳＲ：Corporate

Social Responsibility）に対する関心が高まりつつ

あり、新聞では毎日のように話題になっている。

そこで、なぜこのように今ＣＳＲが注目されて

いるのか、企業はこれにどう取り組んでいくべき

か、それぞれの立場でＣＳＲに取り組んでいる専

門家にお集まりいただき、お話を伺った。

長谷川 俊明（司会） 最初に、それぞれのお

立場でＣＳＲとどのようにかかわってこられた

か、自己紹介を兼ねてお願いします。

高 私はもともと、企業倫理（Business Ethics）

の分野に非常に関心があり、ネガティブな問題を

起こさないようにするためにどのように取り組む

かという、どちらかというとコンプライアンスに

近い分野の研究をしていました。

それが最近、企業倫理という言葉そのものが日

上山
うえやま

静一
せいいち

／イオン株式会社環境・社会貢献部長

高
たか

巖
いわお

／麗澤大学国際経済学部教授／麗澤大学企業倫理研究センター長

長谷川
は せ が わ

知子
と も こ

／社団法人日本経済団体連合会国際経済本部北米グループ長

／海外事業活動関連協議会(ＣＢＣＣ)事務局次長

長谷川
は せ が わ

俊明
としあき

／長谷川俊明法律事務所弁護士／本誌編集委員／司会
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営部会が、主に日本経団連としてのＣＳＲに関す

る意思決定や政策提言を含むＣＳＲの推進活動を

中心に行うのに対して、ＣＢＣＣは国際的な情報

収集や普及啓蒙活動を行っています。この二つが

相まって、車の両輪のような形で日本経団連とし

てのＣＳＲ活動を推進していくという位置づけで

す。

上山 ちょうどジャスコが合併で誕生した1969

年に入社しました。そのときの創業者の一人に、

四日市公害を自ら体験された方がいて、公害と企

業の話をされたのを鮮明に覚えています。その延

長線上で、企業市民としての具体的行動として、

例えばショッピングセンターを作る時には、お客

様と一緒になって、その土地に自生する苗木を植

える活動を14年続けていて、すでに500万本を超

えています。ですから、このような活動自体には

全然違和感がありません。

ＣＳＲという言葉は特に使っていませんでした

が、もともとそういう考え方があたりまえという

企業風土の中で、今の部署ではＣＳＲ等について、

より具体的なアクションプランを提案し、「ステ

ークホルダーの方といかに連携するか」をキーワ

ードに活動しています。

司会 私は司会者ですが、簡単にかかわりを話

しますと、本業は弁護士で企業関係の法務を多く

扱っていますので、コーポレートガバナンスやコ

ンプライアンスについては関心があります。ただ

最近は、コーポレートガバナンス、特にコンプラ

イアンスは法令等遵守と訳されるように、言って

みればあたりまえのことで、世間の関心はむしろ

コンプライアンスからＣＳＲへ向かっているよう

に、漠然と感じています。

また、銀行やタイヤメーカーの社外監査役もし

ていますので、その観点からＣＳＲに会社がどう

取り組むべきか、関心を持っています。

時代とともに変化するＣＳＲ

司会 上山さんのお話にあった四日市の公害問

題は、私も学生時代に、商法で企業の社会的責任

について勉強した際に触れたことがあります。す

でに30年以上経っていますが、そのころの社会

的責任論とＣＳＲと呼ばれる今の問題とどこが違

うのでしょうか。

高 60年代、70年代の社会的責任論の議論は、

やはり主に公害問題だったと思います。一方ＣＳ

Ｒの背景には、グローバリゼーションが大きくか

かわっているという側面があると思います。

グローバリゼーションを単純に言うと、例えば

途上国であれば、法律はあってもそれを執行する

仕組みがないとか、外資の導入策として既存の労

働基準や環境基準などを緩くすることがありま

す。すると先進国の企業が、グローバリゼーショ

ンの恩恵にあずかって海外に進出すると、やりた

い放題のことができてしまいます。

そこで、自分自身で合理的に、理性的に、良心

に従ってコントロールできる仕組みができなけれ

ばいけないという考え方が出てきます。その中で

問題になるのが、人権、労働、環境の三つです。

環境に関しては、従来の公害の部分だけでなく、

地球規模の環境まで入ってきます。

先ほど触れたように、途上国自身には法律があ

ったとしても、それを執行する力がないので、市

場の力を使いながら、あるいは多国籍企業などの

力を借りながら人権、労働、環境という問題の解

上
山
静
一
氏



決もしくは改善に協力してもらえないかというの

が、ＣＳＲの背景にある考え方だと思います。

司会 グロバリゼーションの進展が、企業の社

会貢献やＣＳＲに影響を与えているわけですね。

高 もう一つ、良く説明するのは、ＣＳＲには

３層、３段階あると考えています。

まず、一番コアになるのはコンプライアンスで

す。法律を守らないで利益を上げてそれで寄付を

しても、これは単なる偽善にすぎません。その意

味で、もちろん悪法もありますが、基本的に法律

を守ることが第一です。

２層目としては、法令の文言だけ守るというス

タンスではなくて、法律の背景にある精神、基本

的な考え方までできるだけ実践していこうとする

レベルがあると思います。

３層目が、法律を超えて、会社が得た利益のう

ちの何％かを還元するといった社会貢献的な、プ

ラスの面での取り組みになります。それがＣＳＲ

という概念ではないかと考えています。

ただ、もう一つ言いたいことは、皆さんＣＳＲ

という言葉を使っていますが、ある意味で一貫し

た定義はないというのが事実だと思います。今回

のＩＳＯの会議でも１年半議論しましたが、結局、

定義はできないというのが結論でした。それぞれ

の国、あるいは地域で、企業に求めているものが

違うためです。ただし、この概念で何かすばらし

いことが起こるのではないかと思っていることだ

けは、共通しています。

司会 グローバリゼーションということでは、

日本経団連の国際経済本部所属の長谷川さんも、

ご意見があるかと思うのですが。

長谷川（知） 日本経団連がオフィシャルに使

っているＣＳＲの定義は、「企業活動において、

経済、環境、社会の側面を総合的にとらえて競争

力の源泉とし、企業活動の向上につなげる」です。

高先生のおっしゃったとおり、ＣＳＲという概念

は昔からあると言えばありますが、時代によって

も、また国や地域によっても、その意味するとこ

ろは全く違う概念だと思います。
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日本経団連の場合、1970年代の公害問題で大企

業批判が起きた際に、企業の社会的責任について

検討し、総会決議にも入りましたが、そのときは、

企業批判への対応という面が非常に強かったよう

です。

その後、企業倫理委員会ができた1991年には、

企業行動憲章を制定しました。企業行動憲章はこ

れまでに４回改定していますが、そのつど、社会

の変化を踏まえて改定されたことを見ても、日本

経団連に求められている社会的責任も、この10年

で大きく変わってきたと言えます。

つまり、コンプライアンスをしっかり押さえる

ことに加え、企業不祥事への対応という受け身の

対応から、社会にポジティブな変化をもらたす取

り組みまでを含めるよう、大きく変化したと実感

しています。

司会 上山さんに、先ほどの1970年代の社会的

責任論と今のＣＳＲの違いと、今のＣＳＲがいつ

ごろから出てきたのか、このあたりをふり返って

いただきたいのですが。

上山 ネガティブインパクトに対する対応だけ

ではなくて、ポジティブインパクトに対する対応

にもっと戦略的に組み組まなくてはいけないとい

う認識になったのが、1989年、90年ごろだったと

思います。

当社では、具体的には先ほどお話した、イオン

ふるさとの森づくりという苗木を植える取り組み

や、あるいはイオン１％クラブという、環境保全

以外にも地域貢献や国際的な人材の交流等を持続

する仕組みを作ったり、イオン環境財団という財

団を作りました。体系的な仕組みになったのは、

ちょうどそのタイミングだったと思います。

司会 概念、定義にこだわるようですが、社会

貢献とＣＳＲの違いはどこにあるのでしょうか。

高　定義する人によって色々違うでしょうけれ

ども、先ほど上山さんがおっしゃいましたが、事

業活動を通じて社会貢献をするというのは、ＣＳ

Ｒの中でかなり強調されていると思います。もっ

ともっと寄付を増やせばいいということではない

と思うのです。



の方も入っていただいて、それを実現できる地域

の循環システムを作りました。

これは非常に評価が高くて、ほかに広げること

ができる一つのビジネスモデルだと思いますし、

もし京都市やＮＰＯが公の立場として認証行為を

された場合、この６割がもっと上がる可能性もあ

ります。これは、それぞれのセクターの強さを掛

け算にした一つの社会システムづくりみたいなも

のだと思うのです。こういうものを成り立たせる

ようにしていくことが、小売業として地域貢献を

本業の中に組み入れるという意味で価値があると

思います。

司会 場合によっては供給者に対しても広げて

いく、それも入るわけですね。

上山 もちろんそうです。

ＣＳＲとＳＲ

司会 ＣＳＲが経営課題になる一方で、いつ倒

産するか分からないような状態で、ＣＳＲどころ

じゃないという企業もあると思いますが、そのあ

たりはいかがでしょうか。

上山 例えば、仮にショッピングセンターで排

水に問題があったとすると、当社の排水だけを問

題にしては駄目です。当社のショッピングセンタ

ーには、総テナントのうち大体１／３ぐらいは、

その地元でお店を経営されてきたところにテナン

トとしてお入りいただく方針で臨んでいますが、

それら地元の会社のテナントさんの排水も含め

て、ショッピングセンター全体として排水をコン

トロールしなければなりません。そうしないと、

一つのショッピングセンターが全体として社会か

ら評価を受けないことになります。

ＣＳＲの定義は色々あると思いますので、規模

の小さな会社さんでも、規模の小さいなりにＣＳ

Ｒを大切にされている経営者はかなりおられると

思います。そのことによって、結果的にお客様が

その店を選ぶ一つの基準になっていることも事実

です。
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司会 本業との関係でということですね。

高 ただ単に自分がたくさん寄付をするという

ことではなくて、消費者や色々な関係者も巻き込

みながら、自身は社会貢献活動の一つの媒体とな

って事業活動を展開するというのが、たぶん従来

の社会貢献とは違うのではないかと思います。

上山 一つの事例としてご紹介しますが、地産

地消は最も環境負荷の少ないライフスタイルだと

言われています。しかし、人手が非常に多くかか

り、しかも必要量が確保しにくいという欠点があ

って、経済的に成り立たず、なかなか広がりませ

ん。

それならば経済的に成り立つモデルをつくろう

と、京都市、京都大学、環境市民というＮＰＯ、

およびジャスコ東山二条店、そしてそのお店で買

い物をしていただく一般のお客様で、ホウレンソ

ウを素材に実証実験をしました。１束138円売価

の相場の時に、京都市の北部で採れたホウレンソ

ウと、その横に他府県産と海外産のホウレンソウ

を並べて、地産地消のホウレンソウにはその意味

を情報開示してお客様に訴求しました。

その結果、相場より10円高い148円の地産地消

のホウレンソウを60％の方が購入されるという

事実が分かりました。そこで、10円高くても６

割の方が買われるのであれば、これが可能な原価

構成を作ればいいということで、エコファーマー

高
　
巌
氏
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司会 ＮＰＯ、ＮＧＯなどの組織も対象になる

のでしょうか。

高 例えばＩＳＯ14000は、別に営利企業に限

定されません。今は地方自治体や大学も認証を取

ろうとしますし、その意味で考えれば、このＣＳ

Ｒの取り組みも企業に限定する必要はないと思い

ます。

ただし、ＮＧＯの第一目的そのものが、そもそ

もＣＳＲからＣを取ったＳＲ、つまり社会貢献で

あることが多く、他方企業の目的は、社会貢献が

第一であることはなく、あくまでも第二義的な取

り組みです。

中小企業の取り組みについてですが、事業活動

に結びついてこないと、なかなか中小企業自身が

率先して動けないのが実態だと思います。その意

味で、イオンさんなどの大きな会社が、サプライ

ヤーの選択基準の一つにすれば、中小企業の取り

組みを促す効果があると思います。

長谷川（知） 一つ気になるのは、ヨーロッパ

では、政府が財政赤字のため失業対策や地域荒廃

に対応できないので、企業の社会的責任として企

業に対応を求めるような動きが見られます。しか

し、いくら多国籍企業が巨大な存在になったとは

言え万能ではないので、なんでもかんでも企業の

責任という理論は乱暴過ぎると思います。

その意味では、政府や公的機関、ＮＧＯにも、

それぞれのＳＲはあると思います。ただ、それが

何かというのは、あまり議論されていないと思い

ますので、経済団体としてはそれぞれがどのよう

に貢献できるのか、議論を深めてほしいと考えて

います。

中小企業についてですが、今回のＩＳＯの国際

会議でも、途上国や中小企業が今後どのようにＣ

ＳＲの国際基準に対応していくかが、大きな議論

になったと聞いています。日本経団連も今後の課

題として、日本商工会議所などの経済団体との横

の連携を強化して、経済界としてＣＳＲにどのよ

うに取り組むかという議論をしていくこととして

います。

ＣＳＲと国際規格

司会 グローバルスタンダードの潮流の中で、

規格化の動きがありますが、私はＣＳＲが規格化

に向くのかどうか疑問です。

高 私は最初、ＣＳＲの規格化は、たぶん作る

のは簡単だろうと思っていました。なぜならば、

ＩＳＯ9000とか14000を見ると、具体的に何をや

れという結果までは要求していません。どういう

仕組みを作れという要求ならばたぶんＣＳＲの規

格化も可能でしょう。

しかし仕組みを作って意味があるのは、たぶん

コンプライアンスの部分や少なくとも企業倫理ま

でで、社会貢献について、例えば担当部署、方針、

教育訓練といったプロセス規格を持ってきてもほ

とんど意味がないだろうと考えていました。

長谷川（知） 日本経団連は、2004年２月にＣ

ＳＲ推進にあたっての基本的な考え方を発表し、

ＣＳＲの多様性や各社の自主的な経営判断に任せ

られるべきであるということから考えると、ＣＳ

Ｒは企業の自主的な取り組みによって推進される

べきであって、規格化や法制化にはなじまないこ

とを述べています。また、単に規制化や法制化に

反対するのではなく、企業行動憲章を踏まえ、日

本経団連の会員企業が自社の行動基準に基づき積

極的にＣＳＲに取り組むよう呼びかけています。

他方、去る６月にＩＳＯのＳＣＲに関する国際

会議および引き続き開催されたＴＭＢ（技術管理

評議会）において、一応、第三者認証を目的とし

ないガイダンス文書という形でＩＳＯが規格化を

進めることが決定されました。これを受けて日本

経団連では、今回の国際会議の意味について一度

総括したうえで、今後の対応を決定していくこと

としています。

司会 企業の立場からはどうなのでしょうか。

上山 ＩＳＯの9000や14000の基準は企業がコ

ントロール可能ですが、ＣＳＲの基準は国際機関

や政府が示すものがベースにあると思います。し

かし一方で、企業はそれぞれの企業の独自性を大

事にします。



的なレベルではかなりフレキシビリティの高い規

格の枠組みができると思います。それぞれの国が

文化の違いを反映するような形で、テンプレート

という共通のプロトタイプに基礎を置きながら

も、それぞれの国でかなり修正されたものができ

てくる可能性は十分にあると思います。

第三者認証は、今のところは実施しないことに

なっていますが、今回の国際会議の中では、途上

国、消費者団体、政府機関は将来的に第三者認証

に高めてもらいたいという主張をしていました。

これは企業の方が決めることですが、規格の認証

については、取らなければいけない時代ではなく

て、選択する時代になったと思います。逆に取ら

ないという選択をするのも、一つの合理的な方向

と思います。

上山 高先生がおっしゃるとおり、ＩＳＯは基

本的に道具ですから、あのツールを使って一定の

マネジメントシステムができれば良いと思いま

す。

高 ですからスタンスを変えれば、これも取ら

なければいけない、あれも取らなければいけない

と考える必要はないと思います。

長谷川（知） 日本の場合、ＩＳＯで規格化の

議論がどんどん進んで、それに対応しなければな

らないという議論からＣＳＲの議論が始まった面

が強いので、そこにボタンのかけ違いのようなも

のがあります。ＣＳＲ自体、欧米でもまだ概念す

ら定まっていませんし、日本でもＣＳＲとは何か、

何が求められるのかといった基本的な議論をした

うえで、規格化にどう対応するかを議論をしてい

かなければならないと思います。

誰のためのＣＳＲか

司会 企業は事業を通じて利益を上げなければ

なりませんが、その側面からＣＳＲをとらえると

どうなるのでしょうか。

上山 個人的な意見ですが、中長期的な視点で

企業価値（ブランド）の向上を指向すべきだと思
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ですから、私はＩＳＯの規格化は難しいと思

いますが、一つのものの考え方、何を大切にす

べきかということについては、共有するべきも

のだと思います。その中身については、これか

ら論議されることだと思いますが。

長谷川（知） 経済界では、特に、規格化に関

して第三者認証の部分について強い反対があり

ました。今までの9000とか14000にあったような

第三者認証という方法については、企業の間で

コストに見合った効果、パフォーマンスが得ら

れるのか疑問視する声が大きいです。

高 ＣＳＲの法制化、規格化反対という主張は

分かりますが、少なくともヨーロッパではネガ

ティブな意味で規格化を支持する姿勢がありま

す。アメリカは、今の状況を考えた中では、こ

れが最悪の中の最善との認識で支持に回ったと

解釈すべきだと思います。

日本の場合には、その面からすると一歩も二

歩も遅れているように見えます。ＮＧＯの活動

もそれほど活発ではないですし、このまま規格

化に反対していても、より厳しい法制化につな

がる危険もないためか、危機意識がそれほど感

じられません。

それから、もし規格を作るのだったら、たぶ

ん柔軟性のあるもので、ＩＳＯ14000的なものに

なると思います。仮にそうなるとすると、国際

長
谷
川
知
子
氏
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います。企業の社会性や環境問題などを本業の中

に組み入れ、具体的な活動をしていくことが企業

ブランドの向上につながり、ひいてはお客様に選

ばれる店になっていくと思います。

私どものトップが、社名を変更した2001年に、

2010年には世界の小売業の中のトップ10に入る

という明確なビジョンを出しました。その中には、

売上や粗利やシェアという経済的指標のトップ

10だけではなくて、社会から評価を受けるとい

う意味も当然入っています。

高 ＣＳＲは、消費者、株主、従業員、あるい

は地域社会などのステークホルダーとの良好な関

係を維持していくことだとも言えると思います。

ステークホルダーから信頼されるためには、情報

の発信が欠かせません。情報不足が原因で不信感

を持たれると、それはブランドのイメージダウン

に直結します。ですから、短期的にはすぐに利益

に影響しないとしても、長い目で見れば、企業の

継続性には間違いなく影響すると思います。

それと同時に、ステークホルダーの側の問題が

あります。安さにしか関心を持たない消費者、利

ざや目的で短期的に売り買いをする株主、より給

料の高い企業に転職する従業員、こういう人しか

いないとすれば、ＣＳＲは企業にとって無駄なこ

とかも知れません。しかし私は、情報を発信する

ことで、良心的な消費者がその店を選び、投資家

は長期的な投資をし、あるいは従業員も、この会

社だったら生涯つき合いたいなと感じる人が残っ

ていく、そういう期待を持ってみています。

上山 非常に具体的な話で恐縮ですが、象徴的

な例としてレジ袋の削減、発生抑制という課題が

あります。買った商品を自分のバッグに入れて持

ち帰っていただこうという運動ですが、現在その

持参率がやっと８％程度です。ところが、ヨーロ

ッパではこれが75％前後です。自分のバッグで

買い物すること自体がかっこいいという社会規範

ができています。

小売業としてはお客様に対してどんどん問題提

起をしなければいけないと思いますが、それに対

するリアクションがまだまだばらついています。

ですから、お客様がどのように変わっていかれ

るのか、それに対してこちらがどのようなアクシ

ョンをとり続けるのか、これが小売業としては非

常に重要なテーマです。

長谷川（知） ＣＳＲの関連で思うのは、ＣＳ

Ｒが意識されるようになってから、企業の間でも、

消費者団体やＮＧＯとの多方向の対話をしようと

いう動きが、だいぶ広まってきたということです。

その対話を通じてお互いの意思疎通で理解が高ま

っていく中で、社会全体の透明性や説明責任の向

上につながっていくのではないかと感じていま

す。

司会 ステークホルダーの中でも、投資家や株

主、または広く市場からどう見られるかというこ

ともあります。ＳＲＩ (Socially Responsible

Investment)との関係についてコメントをいただけ

ますか。

高 ＳＲＩは、社会的責任や環境責任、あるい

は倫理的な責任などを果たしているかという視点

から投資先を選ぶ、あるいは投資先がそのような

視点から見てかなり逸脱した行動をしているよう

であれば、経営側に働きかけて助言するなどの行

動を取る投資運動だと思います。

最近、厚生年金基金連合会が、ガバナンスとい

う視点から運用先を選ぶように運用機関に指示を

出して投資しているように、大きな影響が出てき

ていると思います。

私がＳＲＩについて感ずるのは、最近、なんで

も評価できますというＳＲＩがたくさん出てきて

いますが、色々なアングルが評価できればできる

ほど、ものすごくコスト高になるはずです。それ

なのにコスト高にならないということは、ある意

味では無責任な評価もまかり通っているのではな

いかと思ってしまいます。

投資家にいいことをしているような気持ちだけ

を持たせて、実は別の商品を売っているというこ

とになれば、気づいた時にいっぺんにＳＲＩは萎

んでいくと思います。ですから、彼ら自身の説明

責任を果たすために、自分たちはこういう視点で

評価し、評価している投資先に問題が起きた時に
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は、こういうアクションを起こしますということ

を説明できるＳＲＩが育ってほしいと思います。

司会 その意味では、日本ではエコファンドか

ら始まっていますね。

高 そうですね。

司会 むしろ対象をはっきりさせたほうがいい

と感じますが。

高 対象がはっきりすると同時に、ただ単に投

資先を選んで運用しているというレベルはもう終

わらなければいけないと思います。

司会 ＣＳＲの基準が何かあったほうがいいと

いうことでしょうか。

長谷川（知） 基準はもちろん何か必要だとは

思いますが、それを単一にする必要ないと思いま

す。

どのようにＣＳＲに取り組むか

司会 これから取り組む企業も含めて、ＣＳＲ

にどう対応していったら良いいのでしょうか。

高 コンプライアンスへの取り組みが一番重要

だと思います。それは、ただ単に法律を守るとい

う話ではなくて、日本人の労働観に直結している

と思います。日本人は労働ということを非常に大

切にしていて、仕事には真剣にまじめに取り組む

ことを評価する文化を持っていると思うのです。

その意味で、誠実にまじめにきちんと仕事に取

り組むということ、それが企業の社会的責任のコ

アにあるということを強調したいと思います。そ

れが世の中の消費者が、企業に一番求めているこ

とだと思います。

司会 長谷川さん、どうですか、自主性との兼

ね合いで。

長谷川（知） 社会的責任の範囲というのは、

まさにＩＳＯでも議論していますが、要素として

はコンプライアンスがあり、倫理があり、内部統

制があり、情報公開があり、労働安全衛生があり、

リスクマネジメントがありと、かなり広く、各社

がステークホルダーとの対話を通じて、経営理念

に基づく優先順位なり自社の取り組みの範囲を決

めていくことになります。

もう一つは、高先生のおっしゃっていることと

矛盾するわけではないのですが、日本の場合はこ

れまで、逆説的に言えばコンプライアンスが強調

されていた面があります。ＣＳＲ＝コンプライア

ンスだけやっていれば良いという考え方が一部に

はあります。従って、そうではなくて、ＣＳＲは

社会にポジティブな影響をもたらすプロアクティ

ブな取り組みでもあるという側面を、日本企業に

は重視していただきたいと思います。

高 私は、コンプライアンスという言葉を法令

の文言だけではなくて、背景にある精神まで具体

的に実践していきましょう、という意味で使って

います。

範囲を考える時に、今、日本の企業が一番力を

入れて取り組まなければいけないのは、外国公務

員贈賄防止だと思います。これはコンプライアン

スの問題であって、非常に初歩的な問題だと言わ

れるかも知れませんが、海外の人たちが日本の企

業の行動に関して、一番注目しているところだと

思います。

外国公務員にはカネさえ渡さなければいいんだ

ろうと言われる企業がありますが、それでは取り

組んでいることにはなりません。どういう状況で

あればどれぐらいまでなら出していいということ

を、教育し準備しておかないと、間違いなく日本

の企業はターゲットにされてくると思います。で

すからこの対策は、大至急やるべきことだと思い

ます。

司会 まさにＯＥＣＤの関係で、グローバルル

ールに合わせていっているわけですね。日本では

不正競争防止法によるわけですが。

上山 当社でも、イオンサプライヤーコードオ

ブコンダクト（取引行動規範）の中に、その課題

を組み入れてマネジメントしていこうとしていま

す。会社として何を価値優先の第一に持つかとい

うことを、再度、バイヤーにはっきりと示すこと

が大変重要なことだと思っています。

司会 具体的に取り組む際に、社内的な推進体
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制をどうしていくかという点についてはいかがで

すか。

上山 どうしても縦のラインで、個々に部分最

適で動くのが組織の癖ですが、ＣＳＲは全体最適

を常に顕在化させる仕組みを入れていかないと本

物にはならないと思います。

司会 例えばＣＳＲ担当のオフィサーを置いた

り、ＣＳＲ室を設置したりするということです

か。

上山 当社では、ＣＳＲという言葉はあまり使

っていませんし、ＣＳＲ室もありません。私ども

の場合は環境委員会というボードを最高の意思決

定機関の中に組み入れています。環境マターだけ

ではなくて、結果的にＣＳＲを含む概念のものを

そこへ提案し、オーソライズするということをや

り続けています。そこには会長、社長以下トップ

がほとんど全員、定例メンバーでおります。ここ

に提案しそこで意思決定されれば、ただちにそれ

を行動計画に落とすことについては、今、ＰＤＣ

Ａが回り始めてきたと言えると思います。

高 推進体制の話ですが、何に取り組むかが重

要であって、ポジティブなものについてはあまり

体制は関係ないと思います。ただし、何年間の計

画を立てて、今年はここまでやって来年はここま

でやるという形で、進捗状況が分かるような形で

取り組んでいくことが必要です。

ネガティブなものについては、体制というのは

重要で、特に監査や検査部署に対して、実質的な

権限を与えることは、おそらく日本企業が今やら

なければいけないことだと思います。彼らがノー

と言えば社長も覆さないぐらいの権限は必要で

す。

長谷川（知） 社内推進体制について、企業の

方が共通して指摘されるのは、トップダウンとボ

トムアップと、横串を刺すクロスファンクション

の三つが重要だということです。もう一つ、ＣＳ

Ｒを担当する組織とその責任者が明確化されてい

ることが重要であるという指摘もされています。

司会 ステークホルダーやサプライチェーンの

対応の考え方をまとめていただけますか。

上山 非常に重要なことで、ステークホルダー

といかに連携して具体的なアウトプットを出し続

けていくか、そこに価値があると思っています。

サプライチェーンマネジメントの場合は、サプラ

イヤーさんとの間でいかに連携するかということ

で、具体的に現場第一線の工場に対してアクショ

ンを取っていますが、これはもう少し育てていこ

うと思っています。

それから、お客様との連携をもっと強めていき

たいと思っています。「お客様とともに」が基本

コンセプトで、例えば先ほど紹介しました買い物

袋持参運動、すなわちお客様にマイバスケット、

マイバッグをお使いいただいて、レジ袋がいらな

い、そういう買い物をお互いにしましょうという

呼びかけは、これからも続けていきます。

また、イオン子どもエコクラブ活動と言って半

分遊びの要素を入れて、楽しく子どもたちと一緒

になってお店を基点に環境のことを考える、そう

いうプログラムを地道に育てています。この子ど

もたちが５年、10年たつと、環境に対する感受性

が全く違う大人になると思うのです。こういうこ

ともウイズ・カスタマーズです。

ですから、それぞれのステークホルダーと、具

体的な小さなことを持続してやり続けるというと

ころに価値がありますから、少なくとも10年、15

年と継続したいと考えています。

日本的ＣＳＲのあり方

司会 これからＣＳＲにどのように取り組んで

いきたいか、お一人ずつお願いします。

高 日本の社会をどうするかという視点でＣＳ

Ｒを考えると、そもそも日本の企業は性善説で、

生まれながらに社会にとっていいことをしてくれ

るはずだから、厳しい法律も規制もいらないとい

う前提で、法制度ができあがってきたと思います。

これが良い悪いは別として、つまり日本の企業は

社会に信頼されてきたと思います。

ところが、90年代から2000年にかけて起こっ
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てきた問題は、信頼してくれている人をだますこ

とがいかに簡単かということを証明してしまいま

した。事業経営が苦しくなった時に手っとり早く

利益を上げる方法は、信頼している人をちょっと

だましてしまうことでした。その過ちを犯してし

まったがゆえに、今日本が一番取り組むべき課題

は、信頼回復をＣＳＲの柱に据えて、良識的な消

費者の期待に応えることだと思います。

長谷川（知） まず日本経団連としては、今後

も国際的動向を踏まえ、日本企業のＣＳＲへの取

り組みを一層推進するため、国内外の経済者団体

との連携も含め、積極的に活動していきます。Ｃ

ＢＣＣは、ＣＳＲの国際的動向のフォローを中心

とするこれまでの活動を継続していきますが、今

年、特に力を入れたいのはアジアを中心としたサ

プライチェーン・マネジメントへの対応で、近く

中国に調査ミッションを派遣する予定です。

上山 全く個人的な関心事ですが、アジアの場

合は、社会、歴史などの多元的な違いをお互いに

評価をする価値観がもともとある地域だと思いま

す。今後、日本が欧米のような優劣の縦軸でつき

合っていくのか、アジアの多元的な価値観でつき

合っていくのか、そのスタンスをはっきりしなけ

ればいけないと思います。

ですから、ＩＳＯのＣＳＲ規格化という論議に

おいても、そういう意味での柔軟性や多様性を組

み入れられる形で推進できるようにしてもらいた

いと思いますし、していきたいと強く思っていま

す。

高 多くの会社は海外の取り組みに力を入れて

いくと思いますが、そこで気をつけていただきた

いのは、先ほど上山さんが「柔軟に」と言われま

したが、例えば人権、労働、環境といった問題に

取り組む時に、相手側の経済発展の段階や文化も

考えながら対応していただきたいということで

す。

長谷川（知） 今回のＩＳＯの国際会議でも途

上国が一つの重要なプレーヤーだったと思いま

す。ＣＳＲは欧米が主導しているとか欧米的価値

観と言われますが、ではアジア的なＣＳＲの価値

観とか日本的な価値観というのは何でしょうか。

和の精神とか人を重視する経営とかなど様々な指

摘がされていますが、本当にそうなのか私自身ま

だ整理できていないので、今後、自分の中では関

心があるテーマです。

上山 例えば環境問題で京都議定書の課題を一

つとらえてみると、2012年までのものは方向性は

ある程度決まっています。しかし、2013年以降の

方向性は全く出ていません。日本からもまだ発信

されていないという時に、先進国側からだけ見る

のではなくて、発展途上国から見た場合、経済成

長か環境保全かと言ったら、彼らは間違いなく経

済成長を取るはずです。かつて先進国がそうであ

ったように。

そういうことに対して、先進国からどのような

評価をし、どのように考えるのかということの問

題提起は、まだ全然されていないということなど

は、一つの象徴的な材料だと思います。そういう

ことを論議していくと、おのずとＣＳＲというも

のの問題が多面的に、立体的に顕在化してくるの

ではないかと私は思っています。

司会 どうもありがとうございました。ＣＳＲ

が大企業だけではなくすべての企業が良きコーポ

レート・シチズンであるために求められているこ

とが分かりました。

長
谷
川
俊
明
氏
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が沈没したナフサタンク１基から出火し、全面火

災に発展した。この火災は約44時間にわたって

燃え続けるなど、大きな社会的関心を集めた。こ

の他、特に浮き屋根式タンク及び内部浮き屋根式

タンクで、浮き屋根の沈没、屋根上への油の滞留、

ポンツーン(浮き)の破断等の重大な損傷が発生し

た。

ここでは、これらの被害をもたらす原因となっ

た地震動の特徴と石油タンクの被害の概要を述べ

る。

２．地震の概要

1995年兵庫県南部地震を契機に、防災科学技術

研究所等による強震観測網（K-net）が整備され､

今回の地震では多くの貴重な地震記録が得られて

いる。図１に示す震源地付近の襟裳岬からほぼ海

岸線に沿って苫小牧周辺までの地震波形が得られ

ている。その地震波形がどのように変化したかを

図２に示す。図の横軸は地震発生からの時間（秒）、

縦軸は震源からの距離（km）で、波形の振幅は、

速度（m/秒）を示している。襟裳岬では、最大

振幅が東西（EW）成分で12.3cm/sで、ほぼ１波

が認められるのに対して、HKD129（苫小牧）で

は、35.08cm/sと大きく、また波数も多くなって

震動継続時間が長く、長周期成分が卓越したもの

となっていることが見て取れる。この様な後続位

１．はじめに

2003年９月26日４時50分頃、北海道沖を震源

とする平成15年（2003年）十勝沖地震（北緯41

度46分､東経144度04分､深さ約42ｋｍ、Ｍ8.0）

が発生した。消防庁の報告１）によれば、行方不明

者２人、火災発生件数４件と地震規模の割に被害

は少ないと言える。

この火災の内２件は、苫小牧市にある製油所の

石油タンク火災である。１つは地震直後に石油タ

ンクのスロッシング（液面揺動）に起因して原油

タンク１基から、もう１つはその２日後に浮屋根

＊やまだみのる／独立行政法人消防研究所基盤研究部
部長／工学博士

平成15年十勝沖地震による
石油タンクの損傷について
山田實＊

図１　十勝沖地震の震源と苫小牧地域までの位置関係
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相の成長は勇払平野の厚い堆積層の影響と考えら

れる。

苫小牧を中心とする勇払平野、石狩平野でのK-

net、苫小牧測候所での速度波形から、平野中央

部では周期が長く、振幅が大きく、震動継続時間

が長くなっていることがわかる。また、これらの

速度応答スペクトル（減衰１％）を見ると（図３）、

K-net苫小牧 (HDK129)、千歳 (HDK184) で周期５

秒から10秒という広い帯域で、EW成分で石油タ

ンクの浮き屋根から側板頂点までの高さの規定値
２）である速度応答値約100cm/sを越えるピークを

持っているのが特徴的である。

３．苫小牧地区のスロッシングについて

スロッシングの最大上昇量Whは、次式で比較

的精度良く推定できる３）。

Wh=D/2g･0.837(2π/Ts)･Sv    (1)

ここで、D、ｇ、Ts、Svはタンク直径、重力加速

度、スロッシング固有周期、速度応答スペクトル

である。Tsは地震時の液高をHlとすれば、

Ts=2π D/(3.682g)coth(3.682HI/D)    (2)

Svは、地震動強さの一つの指標で,地震波形デー

タが得られれば簡単に計算できる。

苫小牧地区内の主な２つのタンク群近くの2つ

の地震記録（最大加速度：約75galおよび120gal）

図３　速度応答スペクトルと周期の関係

図４　苫小牧地区におけるスロッシング上昇量の実測値
と計算値との比較図２　十勝沖地震による苫小牧地域の地震動
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を用いて、最大上昇量を算出し

実測値と比較したものが図4であ

る。一部溢流したこと等を考慮

すると、両者は比較的良く一致

している。このことから、苫小

牧地区のスロッシング状況を把

握するために、全石油タンクの

最大上昇量を推定したものを図

５に示す。これによれば、周期

(Ts)５秒、7.5秒付近で最大液面

上昇量は３ｍを上回り、約3.5秒

から９秒の間で２ｍを越える結

果となった。この図で塗りつぶ

したシンボルは何らかの被害が

あったものであるが、Tsが数秒

台のタンクでは最大液面上昇量

が2.5ｍ程度以上、十秒台のタン

クでは１ｍ程度以上になると被害が著しくなる傾

向が見られる。また、●印は、火災や浮き屋根の

沈没という甚大な被害のあったタンクである。こ

れらのタンクの最大液面上昇量は、Tsが７～８

秒のものでは一例を除いて2.9～3.4mと見込まれ

る。また、Tsが約12秒のタンクでは最大液面上

昇量は約1.3mという結果になっている。

表１　北海道内の石油タンク被害一覧 (2004年４月１日現在)

容量1,000 kl 以上の 容量 500 ～ 1,000kl の
特定屋外タンク 準特定屋外タンク

基数 被害基数 被害率(%) 基数 被害基数 被害率(%)

総数 190 91(8) 48 24 2(0) 8

苫小牧
浮屋根式 24 22(7) 92 0 0(0) -

西港
内部浮屋根式 44 31(1) 70 8 2(0) 25

固定屋根式 108 38(0) 35 4 0(0) 0

不明 14 0(0) 0 12 0(0) 0 

総数 104 79(0) 76 4 1(0) 25

苫小牧 浮屋根式 92 79(0) 86 2 1(0) 50

東部 内部浮屋根式 0 0(0) - 2 0(0) 0

固定屋根式 12 0(0) 0 0 0(0) -

釧路 59 17(0) 29 15 3(0) 20

石狩 12 3(1) 25 0 0(0) -

総数 365 190(9) 52 43 6(0) 14

４．石油タンクの被害

１）被害全体について

表１に北海道内において被害を受けた石油タン

ク数を地域ごとに示す。苫小牧市とその周辺では、

石油タンクを抱える事業所は二つの地域に分布し

ている。一つは、製油所などが立地する苫小牧西

港地域であり、他は、苫小牧東部の二つの石油備

蓄基地などが立地する苫小牧東部地域である。こ

の二つの地域は、10km 程度以上離れているので、

別々の区分とした。被害タンク数の欄に掲げてい

る数字は、被害形態を問わず何らかの被害を被っ

た石油タンクの数で、括弧内はそのうち被害程度

が甚大なものの数である。ここで、被害程度が甚

大なタンクとして分類したのは、（１）火災が発

生したもの、（２）浮き屋根が沈没したもののい

ずれかあるいは両方である。被害程度が甚大なタ

ンクは、苫小牧西港地区に集中している。苫小牧

西港地区では、48%にあたる91基の特定タンクが

被災し、そのうちの８基が甚大な被害を被ってい

る。
図５　苫小牧地区におけるスロッシング最大上昇量の計

算値（cm）
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一方、苫小牧東部地区では、甚大な被害は発生

していないものの、76%ものタンクが何らかの被

害を受けている。また、最も震源に近い釧路地域

では、容量500～1,000kl の準特定タンク15 基の

うち３ 基が被害を受けており、苫小牧西港地区

に比べて被害率が高い。釧路西港では、約580gal

と約320gal の最大地動加速度(PGA)が観測されて

いる。被害としてタンク底部雨水侵入防止シール

の剥離、設置導線の破断、不等沈下などが認めら

れたことからも、釧路市の石油タンクに発生した

被害には長周期地震動のみならず短周期地震動も

関与したと考えられる。一方、苫小牧市とその周

辺、石狩市でのPGA は、苫小牧東部で約160gal、

苫小牧西港付近で約50および90galであることか

ら、これらの地域で発生した被害は長周期地震動

によるものと推察される。

２）タンク火災について

①３０００６原油タンク（図６）

出火は、地震発生とほぼ同時の９月26日（金）

４時51分頃で、その後約７時間後の12時９分に鎮

火している。出火場所等は、30006原油タンク浮

き屋根周辺（リング火災）、周辺防油堤内及びタ

ンク北側配管付近の３箇所とされている。

発災タンクの概要は以下のとおりである。

浮き屋根式円筒貯槽（ＦＲＴ）直径：42.7ｍ、

高さ：24.39ｍ

許可容量：32,778kl（出火時残量：31,160kl）

危険物の品名：第4類第1石油類（原油）

火災の原因は、以下のように推測される。

地震動によりタンク液面にスロッシングが生じ

たため、浮き屋根が大きく揺動したことにより、

タンク内部の原油が浮き屋根上や防油堤内に溢

流･漏洩し、可燃性蒸気が浮き屋根上や防油堤内

に滞留したと考えられる。また、タンク浮き屋根

上に溢流した原油がルーフドレン配管を経由して

防油堤内に漏洩し、可燃性蒸気が防油堤内に滞留

したことも考えられる。

図８　100651原油タンクのデッキとポンツーンの溶接部
の破断状況（デッキが破断長約33m）図７　30063ナフサタンクの全面火災

図６　30006原油タンクのリング火災
（苫小牧市消防本部提供）
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着火源として、浮き屋根の揺動に伴う浮き屋根

とタンク上部の附属設備との衝突時、あるいは、

測定小屋が浮き屋根上に落下した時の摩擦衝撃に

よる火花により、浮き屋根上の可燃性混合気が着

火し、火災となった可能性が高い。

②３００６３ナフサタンク（図７）

出火は、地震発生の２日後の９月28日10時45分

頃で、鎮火は、約44時間後の９月30日６時55分頃

である。

発災タンクの概要は以下のとおりである。

浮き屋根式円筒貯槽（ＦＲＴ）直径：42.7ｍ、

高さ：24.39ｍ

許可容量：32,779kl（出火時残量：26,874kl）

危険物の品名：第4類第1石油類（ナフサ）

火災の原因は、以下のように推測される。

地震動の影響により当該タンクの浮き屋根は、

火災の前日に完全に油中に沈没したため、ナフサ

の揮発防止のために消火用の泡を放出し、ナフサ

の液面を密封した。当日の強風により、泡は風に

押されてタンク南側に片寄ってしまい、液面の北

側3分の2は大気中に露出していた。このため、揮

発したナフサは風に流されると共に空気で希釈さ

れるため、ある部分では可燃範囲（1.5vol%～

7.6vol%）になっていた可能性がある。

着火源について検証した結果、沈降帯電による

可能性が最も高い。これは、泡が時間の経過とと

もに消え、水に戻るときに生じる水滴がナフサ中

を沈降することによりナフサが帯電し（沈降帯

電）、発生した電荷は液面上に取り残されている

泡に蓄積され、泡の電位が上昇する。この泡とタ

ンク側板、あるいは、タンク側板と接触している

泡との間で放電するものである。

３）浮き屋根の損傷状況について

浮き屋根が沈没したタンクについては、危険物

が大気に直接暴露されている状態であり、火災と

なる可能性が高かったため、応急措置として泡消

火薬剤等を用いた油面の密封を行った。さらに、

根本的な危険排除のため、他のタンクへの貯油の

移送を行い、タンクの開放に努めた。タンク開放

後、浮き屋根の被害が明らかになったが、ここで

は各タンクの損傷を概観して、主だった被害につ

いて、その概要を述べる。

①　100651原油タンクについて

図８に示すように、当該タンクでは、タンク西

側のデッキとポンツーンとの溶接線が約33mに亘

って破断し、上方向に大きく変形していた。地震

直後には、デッキ上全面に滞油し、当該部分から

原油が湧き出していたが、この部分は液面下にあ

った。そのため、この大きな変形は浮き屋根沈没

後に生じたものと思われる。

図９　100654原油タンクの西側のポンツーンの損傷

図10 ポンツーンのアウターリムとローアーデッキとの
溶接部の破断状況（出光興産（株）提供）



33

2004予防時報219

が、タンク浮き屋根下からの調査で、図10に示す

ようにポンツーンのアウターリムとローアーデッ

キとの溶接線が大きく破断し、菱形のような開口

部が形成されていた。

④　30063ナフサタンクについて

当該タンクについては、開放後の点検により、

4個のポンツーンに破断などの損傷が見られた。

一例として、図11にポンツーンの損傷状況を示す。

図９に示した100654原油タンクのポンツーンの変

形・損傷の状況と似ている。

⑤　30006原油タンクについて

鎮火後の浮き屋根上の状況を図12に示す。測定

小屋とローリングラダーがステージから切断さ

れ、浮き屋根上に落下している。また、浮き屋根

は白い矢印の方向に、時計回りに約40度回転して

いる。また、ステージの180度反対側には、回転止

めポールが取り付けられていたが、同様に支持架

台から切断され、浮き屋根と共に回転していた。

５．おわりに

十勝沖地震時における特に苫小牧での地震動の

特徴とスロッシングによる石油タンク被害につい

て述べた。浮屋根については、現行では雨水滞留

時等の浮力の確保程度しか考慮されておらず、ス

ロッシングによる浮屋根揺動に対する強度につい

てはその限りではない。また、浮き屋根の沈没が

タンク全面火災の原因になっている。従って、浮

き屋根の損傷被害調査に基づき、浮屋根の沈没に

影響したと考えられるポンツーン破損のメカニズ

ムを強度の観点から検討を行い、早急に改善策を

示す必要がある。

参考資料
1）消防庁：http://www.fdma.go.jp/html/infor/030926
TokachiJishin34.PDF
2）自治省、告示第119号(1983)
3）坂井藤一、円筒形液体タンクの耐震設計法に関する2,3
の提案、圧力技術、18, (1980)p.16-23

②　100654原油タンクについて

図９に示すように、タンク西側のポンツーンの

アッパーデッキとインナーリムが著しく座屈変形

し、デッキとの間に開口部が生じているとともに、

アッパーデッキ同士の溶接線も広い範囲に亘って

破断している。この開口部からデッキ上に原油が

漏洩していったものと考えられる。

③　40062灯油タンクについて

地震直後のタンク上からの観察では、当該タン

クの浮き屋根には甚大な損傷は確認されなかった

図12 地震後の30006原油タンク浮き屋根上の状況
（測定小屋とローリングラダーが落下）
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②　自転車は道路上のどの位置・どの方向を好ん

で走行しているのか？　それは通行路の形態

によって異なるのか？

③　自転車は道路上のどの位置をどの程度の速度

で走行しているのか？

④　自転車は歩道上で他の交通とすれ違うとき、

どのような危険回避を行っているのか？　ま

た、運転マナーはどんな風なのか？

⑤　現況のルールは自転車の交通方法をどのよう

に定めているのか？

２．自転車交通のためのネットワークと
通行路の形態

我が国には、自転車用の走行空間（通行路）を

総称するような言葉はないようである。たとえば、

米国には「バイクウエイ」なる相応の語が存在す

る。以下、「自転車用通行路」の語を、様々なタ

イプからなる自転車用走行空間の総称として用

い、話を進める。

自転車用通行路は個々切れ切れではその真価を

発揮しない。通行路のネットワーク化が自転車の

使い勝手を良くする。この時代、それは市街地に

形成されてこそ意味がある。国土交通省が先ごろ

進めていた自転車利用環境整備のモデル都市の多

くでも、目指す目標の一つがこのことにあった。

我が国では未だ自転車用通行路それ自体の整備が

課題である。とはいえ、整備の先、目指すものが

１．はじめに

2001年７月の改正道路構造令の施行を機に、自

動車や自転車の交通量が多い道路を新改築する際

には自転車道を原則設置することとなった。しか

し未だその実効を感ずるには至っていない。また、

1978年５月の道路交通法の一部改正以降、自転車

の基本的な交通ルールに大きな変化がない中、自

転車の運転マナーは最近頓に評判が悪い。

それでも実際の交通の場に問題なければ救われ

るのだが、死亡・重傷者に限ってみるなら自転車

が交通手段の事故はここ数年来唯一増加傾向にあ

るという。また、自転車対歩行者事故の発生数も

何故か2000年頃から急増傾向にあるとされる。

したがって、この自転車交通の現況を問題なしと

は言い難い。しかしその実、自転車の挙動特性そ

のものがあまりわかっていない。本稿では、我が

国独自色の強い歩道通行タイプの自転車用通行路

を主な論議材料に、既存の調査事例を通じて現況

の交通ルール下の自転車の走行実態を紹介しつ

つ、改めて通行路の構造形態や運用ルールのあり

方について考えてみたい。ここでの議論の中心は

次の点にある。

①　自転車が走行可能な通行路にはどのような形

態があるのか？

＊きどともお／交通アナリスト／日本大学理工学部社
会交通工学科非常勤講師

自転車の走行実態と交通ルール
木戸伴雄＊
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通行路のネットワーク化にあることは自明であ

る。

我が国には様々なタイプの自転車用通行路が現

存する。それらを、道路の横断構造と交通規制と

の組合せから大略分類すると、図１に示す、自転

車流と自動車流とを分離するもの４種類と、共有

するもの５種類との計９種類のタイプからなる。

さらに、前者は専用道路のタイプ（Ⅰ）、歩道通

行のタイプ（Ⅲ、Ⅳ）及びその中間に位置するい

わゆる自転車道的なタイプ（Ⅱ）の３種類に分け

られる。このうち、都市内で頻繁に目にするのは

Ⅳの歩道通行タイプの通行路である。また、後者

は歩車道が分離されたタイプ（Ⅴ，Ⅵ）と非分離

なタイプ（Ⅶ，Ⅷ，Ⅸ）とに分けられる。このう

ち、ⅤとⅦを除く他の３タイプの通行路は都市内

で頻繁に見受けられる。

自転車が秩序だって、安全に走行することがで

きるネットワークを構築するには、これら種々あ

る通行路のどのタイプで網を構成すべきかが重要

になる。我が国で判断に迷うのは歩道通行タイプ

のⅢやⅣである。また、専用車線タイプのⅤも扱

いに悩む。ちなみに、米国のカリフォルニア州・

デービス市などでは、専用車線を積極的に通行路

網に組み込んでいる。むしろ、それをバイクパス

と称する専用道路タイプ（Ⅰ）の通行路より重視

する向きすらある。

３．自転車の通行位置と方向

（１）狭幅員歩道における歩道通行割合

自転車の歩道通行には、少なくとも２m以上の歩

道有効幅員が必要である。この下限値付近の狭幅

員の歩道では、歩道通行可の通行路（Ⅳ）が設定

できないなら、自転車は車道の左側端通行（Ⅵ）

のままにしておくか、あるいは専用車線（Ⅴ）の

通行とするしかない。

図２は、このような狭幅員歩道の通行路３タイ

プについて各2箇所を対象に、自転車の歩道通行

割合を合法・違法の別でみたものである。調査事

例は、自転車の歩道通行割合が、専用車線タイプ

（Ⅴ）で５割前後と若干少ないものの、車道の左

側端通行タイプ（Ⅵ）でも歩道通行可タイプ（Ⅳ）

と同様に９割以上と多いことを示している。この

ことは、走行しづらい狭幅員の歩道ですら、合

法・非合法にかかわらず、かなりの自転車が歩道

通行している現状を示唆している。

自転車の歩道を通行可とする規制は、1970年の

道路交通法の改正に始まる。その後、1978年の同

法の改正時に現行の規定となり現在に至ってい

る。自転車は、我が国では今でも車道の左側端通

行が基本であり、この基本の上に歩道通行がある。

当初この規制は自転車の走行空間が改善されるま

での次善の策であったとされるが、現状では自転

図１　自転車用通路の種別 図２　自転車の歩車道通行割合（日中、狭幅員歩道）
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車の歩道通行を常態化させてしまった感すらあ

る。結果として、自動車の輪禍から自転車を守る

ためなどとして発想されたこの規制が、歩行者と

の新たな軋轢を生む一因となったことは否めな

い。

（２）歩道上の通行位置と方向

歩道通行可なら自転車は歩道のどこを走っても

良いというわけではない。道路交通法は、歩道通

行可の歩道で通行部分の指定がないタイプⅣの場

合には、自転車に歩道の中央から車道寄りを、ま

た指定があるタイプⅢの場合には、その指定部分

の通行を求めている。

図３及び図４は、通行部分の指定が設定可能な

最低幅員の歩道（有効幅員、約４m）を対象に、

指定の有無別に各２箇所ずつの自転車と歩行者の

通行位置分布をみたものである。調査事例は、同

程度の歩道幅ながら、図3のタイプⅢでは図4の

タイプⅣよりも、自転車が確かに正当な位置（指

定境界線から車道寄り）をより多く走行している

ことを示している。また、歩行者は歩道のどこを

歩いて良いにもかかわらず、指定境界線から民地

寄りの安全な部分をより多く歩く傾向にある。こ

れらのことは、歩道通行可のみの規制では自転車

と歩行者との錯綜をさほど低減させ得ないもの

の、通行部分の指定により幾分とも望ましい交通

状況へと変化させ得る旨を示唆している。

ところで、自転車と歩行者とが同一路面高の歩

道を共有する、という我が国の交通運用形態には、

避走を含め左右どちら側を走れといった自転車の

進行方向に関する定めは無い。この相互通行タイ

プの自転車の歩道通行様式は、そもそも原則歩道

通行禁止の先進各国ではあまりみられない。米国

のコロラド州・ボールダー市で、その希な実施例

を見受けたが、この場合でも我が国とは違い、自

転車と歩行者の通行部分の指定に加え、自転車の

進行方向別の通行区分が指定されていた。思うに、

我が国の様式は自動車との錯綜を避けつつ、でき

る限り沿道施設へのアクセスの便宜を図るべく、

利用者の安全意識を頼りに練りだした、窮屈では

あるが融通性の高い運用法だと言える。しかしそ

の自由度故に、ただでさえ奔放な自転車の行動を

助長しかねない危うさを内包している。自転車の

車道通行時の逆走もこの延長線上の問題とされ

る。参考までに、数箇所の幹線道路で観測された

図４　自転車と歩行者の通行位置分布（日中、狭幅員歩道）

図３　自転車と歩行者の通行位置分布（日中、広幅員歩道）

図５　構造区画のある自転車用通行路の形態例
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自転車の逆走率は、自転車専用車線の設置の有無

に関わらず15％程度はみられていた。

（３）構造区画のある通行路における通行位置と

方向

通行部分の指定のみならず、物理的な工作物を

設けて通行路をより明確に区分すれば、自転車は

その部分を積極的に利用し、反面歩行者はそこを

避けるようになるかもしれない。このような狙い

で設置された既設の通行路には、たとえば図５の

ような形態がある。

図６は、これら例示箇所における構造区画の設

置効果を確認するために、各自転車用通行路の自

転車・歩行者別の利用割合をみたものである。調

査事例は、構造区画のある通行路に対する自転車

の利用が、1か所を除き８割以上と高く好ましい

状況にあることを示している。低率な箇所では、

通行路と歩道との間の植樹帯がかなり広幅員で、

かつ沿道に集客力の強い店舗が多数あるため、自

転車がそこへのアクセスの便から民地側の歩道を

多く通行する一因となっていた。また、通行路の

歩行者利用で５割強のものが１箇所みられるが、

その箇所は法的にも外見上も歩道そのもの（通行

路に歩行者優先の補助標識あり）であり致し方な

かろう。これらから察するに、物理的な工作物に

よる歩行者流と自転車流との分離効果は、総じて

指定通行部分の標示のみの場合より更に一段勝る

と言える。もちろん、その構造形態や沿道環境に

よって効果は異なろうものの、やはりこのタイプ

Ⅱの通行路が自転車用ネットワークの整備におい

て緊要な構成要素になることは間違いない。

とはいえ、自転車の通行方向に関する課題は残

る。図中の東４と鴻巣の２か所は、少なくとも法

的には自動車と同じ左側通行ルールが適用される

車道の扱いである。にもかかわらず、両箇所にお

ける自転車の逆走率は各々概ね62％と33％と、前

述の構造区画が無い場合の車道通行時のそれを大

きく上回ってみられていた。これを、自動車流か

ら隔離され安全になったため左側通行を承知でそ

うなったと解すべきか、それともル

ールを知らずしてそうなったと解す

べきか、判断に悩むところである。

いずれにせよ、今後設置される自転

車道の構造イメージは、これらと似

通ったものになろうし、議論の余地

がありそうである。

４．自転車の通行速度

歩道通行タイプの自転車用通行路

を導入した当初、歩行者は自転車へ

図６　構造区画のある自転車用通行路の自転車歩行者別
利用割合（日中）

図７　通行路別の自転車地点速度分布
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一抹の不安を抱きながら両交通の混合を受け入れ

たとのアンケート結果がある。おそらく、その不

安の一端は自転車の通行速度にある。

図７は、歩道通行タイプⅢとⅣの通行路におけ

る速度の実勢を、他のⅡとⅤのタイプとともに、

日中・夜間別の地点（瞬間）速度分布でみたもの

である。調査事例は、４タイプ10例を通じ大まか

には個々の速度が５km/h～30km/hの間に分布

し、日中の平均速度は歩道通行タイプを含め

13km/h～15 km/h程度で、夜間もこれと大差な

いことを示している。

これは、我が国には自転車の最高速度に対する特

段の定めがないという現行ルール下での観測値で

ある。しかし歩道通行時の自転車には、徐行する

ことと、歩行者の通行の妨げとなるときは一時停

止することが課せられている。ここに、徐行とは

直ちに停止できる速度で走行することを意味し、

一概に何km/hとは言い難く、前述の結果がそれ

に当たるか否かは判然とさせ得ない。ただし、そ

の観測値には15km/h超の比較的高い速度も少な

からずみられ、夜間の速度も日中とさほど変わら

ないなど、危惧すべき点も含まれている。

参考までに、カリフォルニア州・デービス市に

は、我が国の歩道通行タイプに相当する自転車用

通行路は見られなかったものの、自転車の最高速

度に関する定めは存在した。つまり、自転車乗用

者は標識で示される規制値に従う義務を負うとと

もに、実情に見合った合理的で思慮深い速度を上

回ってはならないとされている。現実に、自転車

の速度規制が行われている海外の場合、自転車乗

用者へ徐行を求める際は、概ね歩行時に相当する

５km/hからジョギング時相当の10km/h前後の速

度までを目安としている節がある。

５．自転車の危険回避行為や運転マナー

歩道通行タイプの自転車用通行路では、自転車

は歩行者や他の自転車との錯綜を免れ難い。また、

歩行者にとってはそれが心的な圧迫となっている

ことも否めない。

図８は前掲の狭幅員歩道４箇所における歩行者

や他の自転車との対面時の、また図9はより広幅

員な歩道の指定通行部分における歩行者との対面

及び追い抜き時の、自転車の回避方向と速度の実

態をみたものである。調査事例は、歩道通行時の

自転車が他交通とすれ違う際に、対歩行者追い抜

き時を除き左側に避ける傾向があり、かつその際

の平均速度は対歩行者追い抜き時を含め通常より

顕著に低くなるようなことはなかったことを示し

ている。観測数も少なく談じ切れないものの、こ

のことは、結果として、歩道上で行う自転車の危

険回避行為は左側通行ルールに近い動きで、さほ

ど速度を落とさずになされている旨を示唆してい

よう。ただ、一番危惧される歩行者を追い抜く場

面に限り、回避方向に迷いがあるように見受けら

図８　対面すれ違い時の自転車の回避方向と速度
泉町２、習志野台５、大久保１、習志野５（日
中・狭幅員歩道４か所）

図９　歩行者回避時の自転車の方向と速度
銀座（日中・広幅員歩道の指定通行部分）
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掛かる。このことが、自転車道の構

造形態と運用ルールとの一体的な理

解を難しくさせたり、更には今なお

先進各国のような自転車道の整備隆

盛が見られない現状に関係していな

ければ良いがと案じられる。

思うに、地球温暖化抑止を声高に叫

ぶこの時代、自転車交通の有りよう

を問い直すことは、ともすれば自動

車中心になりがちな既存の交通社会

の仕組みや法制度に、メスを入れることでもある。

その振る舞いは、多少とも変革の痛みを伴なおう。

が、それを成さねば、自動車を作り・売るばかり

だと、わが国の環境問題への取組姿勢に、国際的

な厳しい目が向けられても仕方がない。本稿で、

あえて米国の事例を一部に挟み論じたのは、あの

自動車王国ですら自転車交通を思いやっている、

との気持ちを込めたかったからである。

また、自転車交通問題を考えるのは、何も環境や

健康のためだけではない。先の震災からも思い起

こされるように、それを大規模地震時の交通の便

やあり方に結び付けて考えることも可能である。

我が国にとって、こんな都合の良い話はない。今

一度腰を据え、都市における望ましい自転車交通

の姿を、イメージしてみたいものである。
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れる。

ここで述べた歩道通行時の危険回避行為を始

め、これまで話題にしてきた通行の位置、方向、

速度など、自転車の走行にまつわる実態には、少

なからず好ましくない現象が存在していた。自転

車乗用者の好ましからざる行為は、何もこれらに

限ったことではない。たとえば、無点灯、並進、

二人乗りといった行為も、表１に記されるように

通行路の種別に関係なくみられている。なかでも、

無点灯車の比率はどの箇所でも高く、しかも前述

されるようにこれが日中と変わりない速度下で出

現していることは問題とされる。この他、自転車

乗用者の不安全な行為には、手放しや蛇行などの

遊戯運転、音楽テープや携帯電話を聞きながらの

運転、犬を散歩させながらの運転等々の例が散見

された。

６．おわりに

以上を踏まえるに、自転車交通のあり方を考え

るとは、即ち歩行にも似て自由奔放で行動が読み

難い、我が儘勝手な交通の有りようを考えること

だと言える。取り組み甲斐はあるが実に厄介な事

柄である。そのためもあってか、自転車交通問題

への取組は、道路施設面であれ交通運用面であれ、

未だこれからの感が強い。加えて、自転車道の語

義自体の根拠が、設置する側の道路構造令と運用

する側の道路交通法とで、片や道路の部分、片や

車道の部分というように、微妙に異なるのも気に

表１　通行路別の自転車の運転マナー
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法が必要と思われるにもかかわらず、ごく単純な

ものしか提案されてこなかった（4）。とりわけ、阪

神・淡路大震災の経験は、大企業といえども被災

現場で直接対応を迫られるのは、そこにある支店

や出張所などで、評価はむしろ現地事業所単位に

行うことが肝要と認識させられた。

そこで、藤沢市の企業110社を対象としたデー

タを基に、新しい評価法を開発した。この評価シ

ステムは、設備能力(Capital Stock)、人的能力

(Man Power)、計画能力(Planning capacity)、とい

う３つの能力軸に分けて考えたため、「CMP法」

と名付けた。

２．各能力軸の評価尺度

各能力軸は、各種の文献やFEMAの危機管理計

画（5）を比較検討し、図１に示すように各能力軸

とも4項目の評価尺度に取りまとめた。また、各

評価尺度の評価要素は、阪神・淡路大震災時の企

業の応急対応行動を参照し選定した。以下簡単に

評価要素選定の理由を記す。

(1) 設備能力（C）

設備能力(C)は、耐震設備(C1)、耐火設備(C2)、

情報設備(C3)、資機材準備(C4)の４つの評価尺度

からなる。

耐震設備(C1)は、建物と付随設備の耐震性(C11

～C17)、そしてそれらの点検頻度(C18)により計

測する。

耐火設備(C2)は、スプリンクラーや消火器など

の火災設備(C21)と非常階段やバルコニーなどの

＊かじひでき／慶應義塾大学総合政策学部教授
＊やまきたかし／小糸製作所(2004年3月まで慶應義塾大

学政策・メディア研究科)

１．はじめに

大地震の発生に備え、企業が相応の防備をしな

ければならないことは法令や条例にも謳われてい

るが、当座の利潤が優先する企業活動においては

ついつい後回しになり、現実には必ずしも進んで

いない。とりわけ中規模以下の企業においてはそ

の傾向が強い。個々の企業が、どれだけ防災に対

応する力を持っているか、どの部分は優れ、どの

部分に欠陥があるのかを簡便に自己評価できれ

ば、企業経営者の希薄な防災意識を目覚めさせる

のに有効であろう。こうした観点から、筆者らは

平成５年に「企業防災能力自己評価シート」を開

発した（1）。

しかし、平成７年に阪神・淡路大震災を経験し

て、企業の役割がその自己評価シートで想定して

いたよりも、情報の収集伝達や関連企業との連携

など、はるかに多様であること、またそれ以前に

はほとんどなかった企業の防災計画がその後大企

業では完備しつつあることなど、企業防災意識が

大きく向上したことを踏まえ、新しい評価法を開

発する必要を痛感していた。この間、自然災害以

外にも外的・内的突発要因により企業の存亡が危

うくなる事件が相次ぎ、企業の危機管理が焦点と

なり、数多くの著作が上梓されたが（2）（3）、地震災

害についは、共通部分もあるとはいえ固有の評価

地震に対する企業防災力評価システム：

CMP法の開発
梶秀樹＊

山木孝之＊
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避難設備(C22)の両面から計測する。

情報設備(C3)は、停電時の緊急用電源の設置

(C31～C32)と災害発生時のコンピュータ利用

可能性(C33)により尺度化する。

資機材準備(C4)は、人命救助などに必要な15

の資機材を取り上げそれをどの程度保有もしく

は準備しているかで評価する。

(2) 人的能力（M）

人的能力(M)は、防災訓練(M1)、防災教育

(M2)、自社消防隊(M3)の有無、経営陣の意識

(M4)の強さの４評価尺度からなる。

防災訓練(M1)は、その回数、参加率、内容、

社外防災訓練への参加により評価する。

防災教育(M2)は、７項目の防災教育のカリキ

ュラムの充実度を見る。

自社消防隊(M3)は自衛消防組織の有無により

評価する。

経営陣の意識(M4)は、積極性(M41)、防災計画

の内容の把握(M42)、担当者への協力(M43)によ

り計測する。

(3) 計画能力（P）

計画能力(P)は、防災計画の内容について、即

応性(P1)、計画内容(P2)の充実、情報体制(P3)の

充実、防備体制(P4)から尺度化した。

即応性(P1)は、大地震の発生を含めたいくつか

の被害のシナリオを事前に準備しているか(P11)、

地震後の対応を「発災直後」、「応急対応」、「復旧」、

「復興」のステージに分けて時系列的に考えられ

ているか(P12)、阪神・淡路大震災の教訓を活か

した内容の見直しを行ったか(P13)、そして計画

を定期的に見直しているか(P14)を総合して尺度

化する。

計画内容(P2)の充実は、従業員、従業員の家族、

取引企業や地域社会の支援など９項目の内容の計

画の有無から評価する。

情報体制(P3)の充実は、従業員やその家族の安

否確認情報や、取引企業の緊急連絡リスト、医療

機関の緊急連絡リスト、連絡網の複線化など９項

目の防備を評価する。

防備体制(P4)は、事業所の事業活動の継続(P41

～P44)、家族や来客の安全を確保するための対策

(P41～P42)、ならびに備蓄(P43)や重要なデータ

の保護体制(P44)が確立されているかという点を

評価要素とした。

３．評価尺度の定式化

アンケート調査で、得られたデータをもとに、

３評価軸に関する各４評価尺度の計測について、

上記の評価要素によって以下のように点数化する

形で定式化した。

１） 設備能力(C)

(1)耐震設備力(C1)

耐震設備力は、建物の耐震性能と設備の充実度

の和にそれらの点検頻度を掛けて算出する。耐震

性は建物の耐震強度と阪神・淡路大震災後の耐震

点検実施の有無について、その和の平均を、設備

の充実度は、エレベーターの耐震性、ロッカーと

棚の転倒防止装置の設置率、飛散防止ガラスの設

置率、危険な機械の自動安全装置の設置率の５要

素についてウェイトの和を以下の式から算出しそ

の平均値をとることとした。

耐震設備力＝｛(建物の耐震強度)＋阪神・

淡路大震災後の耐震点検実施) ÷２＋(エ

レベーターの耐震性＋ロッカー＋棚＋ガ

ラス＋危険な機械)÷５｝×点検頻度×

100÷２

図１　防災能力評価尺度の構造

防災能力

設備能力(C)
耐震設備力(C1)
耐火設備力(C2)
情報設備(C3)
資機材準備(C4)

人的能力(M)
防災訓練(M1)
防災教育(M2)
自社消防隊(M3)
経営陣の意識(M4)

計画能力(P)
即応性(P1)
計画内容(P2)
情報体制(P3)
防備体制(P4)



42

2004予防時報219

(2)耐火設備力(C2)

耐火設備力は、火災設備の充実度と避難設備の

充実度の和に、前述の点検頻度を掛けて算出する

こととする。

耐火設備力＝（火災設備充足度＋避難設備

充足度）×点検頻度÷２×100

（C11） 建物の耐震強度……該当するもの 得点（C11）

震度７ 震度６強 震度６弱 震度５ 震度５弱以下又は不明

1.0 0.9 0.7 0.5 0

（C12） 阪神・淡路地震後の耐震点検実施……該当するもの 得点（C12）

した していない

1.0 0

（C13） エレベ－ターの耐震性……該当するもの 得点（C13）

震度７ 震度６強 震度６弱 震度５ 震度５弱以下又は不明

1.0 0.9 0.7 0.5 0

（C14） ロッカーの転倒防止……該当するもの 得点（C14）

100％実施 80％実施 50％実施 30％実施 30％又は不明

1.0 0.8 0.5 0.3 0

（C15） 棚の転倒防止……該当するもの 得点（C15）

100％実施 80％実施 50％実施 30％実施 30％又は不明

1.0 0.8 0.5 0.3 0

（C16） 飛散ガラスの防止……該当するもの 得点（C16）

100％実施 80％実施 50％実施 30％実施 30％又は不明

1.0 0.8 0.5 0.3 0

（C17） 危険な機械の自動停止……該当するもの 得点（C17）

なし・100％　 80％　 50％　 30％　 ０％又は不明

1.0 0.8 0.5 0.3 0

（C18） 点検頻度……該当するもの（以上） 得点（C18）

１年１回　 ２年１回　 ３年１回　 ４年１回　 ５年１回　 それ以下

1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0

（C11）（C12） （C13）（C14）（C15）（C16）（C17）（C18） 耐震設備力（C1）

｛（□＋□）÷２＋（□＋□＋□＋□＋□＋□）÷５｝×100÷２＝□

(C21) 火災設備充足度……「自動火災報知機」「スプリンクラー」「消火器」「屋内消火栓」「防火扉」

「排煙装置」のうち該当する個数　
得点(C21)

６個　 ５個　 ４個　 ３個　 ２個　 １個　 ０個

1.0 0.8 0.6 0.5 0.3 0.2 0

(C22) 避難設備充足度……「非常口標識」「非常口」「非常ベル」「屋外避難階段」「非常屋内放送」

「バルコニー」のうち該当する個数　
得点(C22)

６個　 ５個　 ４個　 ３個　 ２個　 １個　 ０個

1.0 0.8 0.6 0.5 0.3 0.2 0

(C21)    (C22)    (C18)                                   耐火設備力(C2)

（□×□×□）×100÷２＝□
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(3) 情報設備(C3)

情報設備は、緊急電源と緊急時の電力供給順位、

さらに緊急時のコンピュータの利用可能性により

算出する。なお、阪神・淡路大震災の電力復旧状

況は、発災6時間後に50％が復旧、12時間後に

80％が復旧、36時間後に90％が復旧した。

情報設備 ＝(緊急電源 ×電力供給順位 ＋

コンピュータの利用)×100÷２

(C31) 緊急用電源……該当するもの（時間以上～時間未満） 得点(C31)

36～　 12～36 ６～12 ～６　 なし

1.0 0.8 0.5 0.2 0

(C32) 緊急時の電力供給優先順位……該当するもの　 得点(C32)

決まっている 決まっていない

1.0 0.5

(C33) コンピュータの利用可能性……該当するもの　 得点(C33)

非常用電源に直ぐ切り替わる　 ノートパソコンを利用　 使用不可能になる

1.0 1.0 0

(C31)    (C32) (C33)                                    情報設備(C3)

（□×□＋□）×100÷２＝□

(4) 資機材準備(C4)

資機材準備は、大地震発生時に役立つ資機材

の保有率によって算出する。
資機材準備＝得点×100

(C41) 資機材準備（のウェイト）……「ジャッキ」「シャベ」「バール」「のこぎり」「チェーンソー」

「はしご」「ロープ」「テント」「バケツ」「ポリタンク」「発電機」「懐中電灯」「ラジオ」 得点(C41)

「トランシーバー」「建設重機」の保有点数

15点 13点～ 12点 10点～ ９点 ７点～ ６点 ４点～ ３点 １点～ ０点

14点 11点 ８点 ５点 ２点

1.0 0.9  0.8  0.7  0.6   0.5 0.4 0.3   0.2  0.1    0

(C41) 資機材準備(C4)

□×100＝□

２） 人的能力(M)

(1) 防災訓練(M1)

防災訓練度は、防災訓練の回数、従業員の参加

率、訓練の内容充実度、地域社会で行われる社外

防災訓練への参加の４要素について、合計点の平

均によって算出する。

防災訓練= (回数 + 参加率 + 訓練内容 + 社

外訓練への参加 )÷４×100
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(3) 自社消防隊(M3)

自社消防隊＝得点×100

(4) 経営陣の意識(M4)

経営陣の意識は、その事業所の経営陣の防災に

(M11) 訓練回数……該当するもの（実施頻度） 得点(M11)

１年に２回以上　 １年に１回以上　 ２年に１回以上　 それ以下

1.0 0.8 0.5 0.0

(M12) 参加率（参加者／全従業員数）……該当するもの（％以上） 得点(M12)

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0

(M13) 訓練の内容……「避難」「救出」「救護」「帰宅」「参集」「初期消火外来者の誘導」
得点(M13)

「情報収集伝達」「防護」「非常時持出し品の運搬」のうち該当する項目数

９　 ８　 ７　 ６　 ５　 ４　 ３　 ２　 １　 ０

1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.4 0.3 0.2 0.17 0

(M14) 社外訓練への参加……該当するもの　 得点(M14)

毎回　 時々　 しない

1.0 0.5 0.0

(M11) (M12) (M13)  (M14) 防災訓練(M1)

（□＋□＋□＋□）÷４×100＝□

(2) 防災教育(M2)

教育実施項目数により充足率を算出する。

(M21) 防災教育……社内防災設備の説明」「避難場所説明」「防災講演会」「救急救命法講習」

「社外から社への連絡方法」「外出時の社への参集方法」「パンフレットの配布」 得点(M21)

のうち該当する項目数

７　 ６ ５　 ４　 ３　 ２　 １　 ０

1.0 0.9 0.7 0.6 0.4 0.3 0.1 0

(M21) 防災教育(M2)

□×100＝□

(M31) 自社消防隊……該当するもの 得点(M31)

ある　 ない

1.0 0.0

(M31) 自社消防隊(M3)

□×100＝□

対する意識の強さ、防災担当者への協力度合い、

防災教育＝得点× 100
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経営陣の意識＝（防災意識＋防災担当者

への協力＋防災対策の把握)÷３×100

(M41) 防災意識……該当するもの　 得点(M41)

高い　 低い

1.0 0

(M42) 担当者への協力……該当するもの 得点(M42)

協力的　 非協力的

1.0 0

(M43) 防災対策の把握……該当するもの 得点(M43)

している してない 防災計画がない

1.0       0 0

(M41)    (M42) (M43) 経営陣の意識(M4)

（□＋□＋□）÷３×100＝□

３）計画能力(P)

(1) 即応性(P1)

即応性は、防災計画上想定している被災シナリ

オ数、発災後のステージ数、東海地震などの大地

震の想定、防災対策の改訂頻度、阪神・淡路大震

災後の防災対策の見直し、の５要素によって算出

する。

即応性＝（シナリオ数＋大地震想定＋ステ

ージ数＋改訂頻度＋阪神・淡路大震災以後

の見直し)÷５×100

(P11) シナリオ数……「警戒宣言の発令ケース」「震度５強以上の地震ケース」「火災発生ケース」

「建物倒壊ケース」のうち想定しいてる数　
得点(P11)

４　 ３　 ２　 １ ０

1.0 0.8 0.5 0.3 0

(P12) ステージ数……「発災直度後の対応」「応急対応」「復旧計画」「復興計画」のうち想定しいてる数　 得点(P12)

４　 ３　 ２　 １　 ０

1.0 0.8 0.5 0.3 0

(P13) 大地震の想定……該当するもの　 得点(P13)

ある　 ない

1.0 0

(P14) 見直し頻度……該当するもの　 得点(P14)

１年に１回　２年に１回　 ３年に１回　 ４年に１回　 ５年に１回 それ以下

1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0

(P15) 阪神・淡路後の見直し……該当するもの 得点(P15)

はい　 いいえ

1.0 0

(P11)  (P12)  (P13 ) (P14) (P15) 即応性(P1)

（□＋□＋□＋□＋□）÷５×100＝□

自社の防災対策の把握、の３要素について、防

災担当者の評価に基づき計測する。
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(P21)計画の有無のウェイト　 (P31)情報体制の有無のウェイト

従業員の帰宅計画　 0.595   夜間や休日などの無人時の連絡体制 0.774

帰宅困難従業員への対策　 0.634   従業員の安否確認体制 0.810

社外外出時の行動規範　 0.794   従業員の家族の安否確認体制 0.668

自宅で発災した時の行動規範 0.707   家族の日中の連絡先　 0.628

従業員の家族の保護体制　 0.614   取引企業の連絡リスト整備　 0.281

外来者のための防災対策　 0.566   役員への連絡体制 0.885

取引企業の復旧支援　 0.482   医療機関リストと連絡体制 0.732

地域社会との役割分担・協定 0.320 情報連絡手段の複線化 0.793

地域社会の支援計画　 0.477   マスコミ対応 0.377

合計（全部計画がある場合の得点） 5.189 合計（全部計画がある場合の得点） 5.948

得点(P21) 得点(P31)

(P21)                            計画の内容の充実度(P2) (P31)                           情報連絡体制の充実度(P3)

□÷5.189×100＝□ □÷5.948×100＝□

(2) 計画の内容の充実(P2)

防災計画の中に、下表の９項目の計画内容が盛

り込まれているか否かを評価し、計画がある場合

は、右欄の点数を加算する。表にない項目につい

ては０点とする。

（このウェイトは、各計画項目の重要度を算出す

るため数量化３類より求めたものである）

計画内容充実度＝（得点÷5.189）×100

(3) 情報連絡体制の充実度(P3)

計画の内容と同様、上表の９項目の体制につい

て、整っている要素については右欄のウェイトを

加算する。整っていない項目は０点とする。

情報連絡体制充実度＝（得点÷5.948）×100

(4) 防備体制(P4)

防備体制は、家族向けの防災講習会、外来者用

防災用品、備蓄、データのバックアップ、の４要

(P41) 家族向け防災講習会……該当するもの 得点(P41)

行っている　 行っていない

1.0 0

(P42) 外来者用防災用品の用意……該当するもの 得点(P42)

している　 していない

1.0 0

(P43) 食料や飲料水の備蓄……該当するもの　 得点(P43)

行っている　 行っていない

1.0 0

(P44) データのバックアップ……該当するもの 得点(P44)

行っている　 行っていない

1.0 0  

(P41)    (P42)    (P43 )    ( P44) 防備体制(P4)

（□＋□＋□＋□）÷４×100＝□

注……バックアップ方式は、１．遠隔地にサーバ設置、２．複数のコ
ンピュータやサーバにバックアップ、３．耐震耐火金庫、４．その他

素に基づいて算出する。

防備体制＝（家族向け防災講習会＋外来

者用防災用品＋備蓄＋データ）÷４×100
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４．企業防災力の総合評価

前節で計測した３つの能力軸に関する12の評価

尺度は、必ずしも独立ではない。むしろ互いに相

関のある多種多様な防災能力の側面を個別に示し

たものとなっている。また尺度によって、その重

要性に差がある。したがって総合評価を行うには、

それらの尺度を単に足し合わせただけでは重複が

生じたり、重要度の重み（ウェイト）を無視した

りすることになる。そこで重複を排除し、重要度

を考慮した総合特性値に集約する必要がある。

そこで12尺度の計測値の主成分分析（多変量デ

ータから新たな総合指標を作り出すための手法）

を行った。その結果、合成尺度として有効であっ

たのは第３主成分（新合成尺度）までであった。

また、この３つの主成分で、元の12尺度が表現し

ていた情報量の64.48％を表現していることが判

ったため、第３主成分までを使うこととした。こ

れらの主成分は以下のように解釈できる

第１主成分は、全ての評価尺度のウェイトがプ

ラスであることと、主成分得点の小さい事業所は

個別尺度の各数値も低く、逆に、主成分得点が大

きい事業所ほど個別尺度も大きな数値になってい

ることから、「総合的な防災能力」と定義するこ

とができる。したがって第１主成分の数値が正の

方向に大きくなるにつれて防災能力が高く、負の

方向にいくにつれて低くなっている。第１主成分

のウェイトを見ると、計画能力に関する４つの尺

度である即応性、計画内容、情報体制、防備体制

の値が大きい。つまり、総合防災力としては計画

能力が重要であることが分かる。それとは逆に資

機材準備や情報設備はウェイトが低いことから、

ハードな設備の充実だけでは能力向上には繋がら

ないことがわかった。

第２主成分は、「構造的能力―非構造的能力軸」

といえる。その理由は、耐震設備、耐火設備、自

社消防隊など、ハード面の能力にプラスの大きな

ウェイトが与えられているからである。逆に、マ

イナスのウェイトが大きいのは、情報体制、計画

内容、防備体制、即応性を含む計画能力と防災教

育であり、ソフト面に関わる能力となっている。

人的能力の項目である自社消防隊尺度がプラスと

なっているが、これは自社で消火活動に必要な設

備、たとえば消防車、防火水槽、可搬式ポンプな

どが整っていることを意味していることから、構

造的能力に分類されている。

第３主成分は、資機材準備や情報設備、防備体

制のウェイトがプラスで、逆に、耐震設備、耐火

設備、防災訓練、防災教育のウェイトがマイナス

となっている。防備体制や情報設備は、暴風雨や

落雷による停電あるいは自然災害以外の日常的危

機管理対策として有効な防備対策であり、他方、

耐震設備や防災訓練などは、地震や火災など、い

つ起こるかわからない災害に対処するための防備

対策であることから、この主成分は「日常災害防

備能力―突発災害防備能力軸」といえる。

５．おわりに－自己評価の方法

企業の防災力は１つの側面から見るだけでは分

からないことはいうまでもない。建設業は建物の

堅牢さに気を配るであろうし、多数の客が出入り

するデパートでは従業員の訓練に多大の努力を払

っているであろう。危険と隣り合わせの生産現場

では応急対応のマニュアルが完備していよう。地

震という災害に対し企業がどれだけの防災力を持

表．主成分分析の結果

評価尺度 第１主成分 第2主成分 第3主成分

C1 耐震設備力 0.570 0.567 -0.165

設備 C2 耐火設備力 0.499 0.731 -0.271

能力 C3 情報設備力 0.471 0.086 0.435

C4 資機材準備 0.316 0.264 0.795

M1 防災訓練度 0.750 0.163 -0.225

人的 M2 防災教育度 0.676 -0.367 -0.127

能力 M3 自社防災組織 0.552 0.277 0.042

M4 経営陣の意識 0.632 -0.409 -0.033

P1 即応性 0.877 -0.105 -0.022

計画 P2 計画内容充実度 0.771 -0.242 -0.059

能力 P3 情報体制充実度 0.843 -0.272 -0.027

P4 防備体制充実度 0.731 -0.100 0.154

累積寄与率 43.56% 55.98% 64.48%
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っているかという質問は、したがって一言

では答えられないといえるかも知れない。

しかし、本報告は、それを一言で答えよう

と試みたものである。そのためにまず、無

数の評価尺度を３つの能力に関わる12の尺

度にまとめた。多くの文献を参照し、阪

神・淡路大震災の経験を十分に取り入れた

とはいえ、尺度決定の過程と要素の計測の

定式化には恣意的な部分が多く、今後改良

の余地があろう。12の尺度の総合化には主

成分分析を用い、その結果、「総合防災力」、

「構造力－非構造力」、「日常力―突発力」

という３つの独立した総合評価尺度を抽出

した。こうした統計的な尺度が、専門家の

直感とどの程度一致するかを確認するた

め、地域安全学会の会員17名に、上記12尺

度の重要度についてウェイト付けをしても

らい、それを用いて各企業の総合防災力

（主観）を計算してみたところ、主成分分

析の第１軸の主成分得点との相関は、0.978

という、驚くべき一致を見せた。このこと

は、今回開発した「CMP法」が、極めて実

用的であることを示すものといえよう。

最後に、本稿を読まれた企業の防災担当

者が、自分の事業所の防災力を自己評価す

る方法について述べておく。計算は極めて

単純で、まず、第3章を用いて得点を求め、

それを、C1～C4、M1～M4、P1～P4の式

に当てはめて12個の尺度を計算する。最後

に、それに表の主成分分析のウェイトを掛けて、

各主成分別に加算するのである。求められた３

つの合計値がそれぞれ「総合防災力」、「構造

力－非構造力」、「日常力―突発力」を表す。総

合防災力については、500点より大きければ、か

なり高いレベルにあるといえる。試されては如

何だろうか？

参考文献
(1) 梶秀樹「企業防災能力自己評価シートについて」、安
全工学、Vol.32，No.3、1993年6月

(2) 住友海上リスク総合研究所： 『企業の地震対策　60

のポイント』、東洋経済新報社、1995.9.7
(3) 竹内吉平：『企業の震災危機対応〔上〕－事業所の震
災応急対策－』、近代消防車社、2001.6.11

(4) 掛川秀史、石川裕、村田明子：事業所の地震防災診断
のための要因分析、日本建築学会技術報告集　日本建
築学会　1996.12  p.276～282

(5) 米国危機管理庁FEMA：“Emergency Management
Guide For Business & Industry”,” Comprehensive
Earthquake Preparedness Planning Guidelines: Corporate
FEMA (71) --Earthquake planning guidance for corporate
safety officers and managers.”
http://www.fema.gov/library/biz4.shtm

(6) 藤沢商工会議所：『湘南ふじさわ商工名鑑　1998年版』
藤沢商工会議所 1998.10

図２　主成分分析　第1主成分と第2主成分のプロット

図３　主成分分析　第1主成分と第3主成分のプロット
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協会だより
損害保険業界や日本損害保険協会の諸事業や主な出来事の

うち、特に安全防災活動を中心にお知らせするページです。

これらの活動等について、ご意見やご質問がございました

ら、何なりとお気軽に編集部あてお寄せください。

・シニアドライバーの事故による将来の損失額

を予測しました

当協会では、シニアドライパーが増加する中で、

自動車保険の保険金支払データを分析し、 65歳以

上のシニアドライパーによる事故に伴う将来の経

済的損失額を予測しました。その結果、 2002年度

は2,518億円で全体の7.4%だった損失額が、 5年

後の2007年度にはおよそ倍増し、さらに20年後の

2022年度には 4倍増の約 1兆円・ 26.8%に上ると

推計されました。

G~~ヨ翌~~~善玉暫主豆事習：i
「一一一一一一一一つ「一一一一一一一一一一一一一一一一寸

〈相〉し＿___!! __ ~ __ J [___ -- ~.ー主一主豆一一 一j

5,.165 

1997年度 合既定年箆 2007年度 2明2年度 2明 7年度 zα22年度

今後ますます高齢化が進展する中、当協会では

この結果を小冊子「自動車保険データにみるシニ

アドライパ一事故の現状と予測」として取りまと

めて広くお知らせし、多くの方がシニアドライバ

ーの事故防止に関心を高めていただくことを期待

しています。

なお、小冊子「自動車保険データにみるシニア

ドライバ一事故の現状と予測」は、当協会のホー

ムページ（http://www.sonpo.or.jp）にPD Fファ

イル形式で掲載しております。また、ご希望の方

に無償で提供いたします（郵送料は実費をご負担

願います。）。詳細はホームページをご覧いただく

か、当協会業務企画部企画・安全技術グループ

(TEL:O与3255-1397）までお問い合わせください。

・小学生の“ぼうさい探検隊”マップコンクー

ルを実施中！！

当協会では、朝日新聞社、ユネスコ、日本災害

救援ボランティアネットワーク（NP0）との共

催により、小学生を対象にした「“ぼうさい探検

隊”マップコンクール」を実施しています。

「ぼうさい探検隊」とは、小学生向けの実践的

防災教育プログラムで、子どもたちが楽しみなが

ら自分たちのまちを歩き、交番、消防署、病院、

公衆電話や消火栓などの防災や防犯に関する設備

や場所を発見し、それをもとにオリジナルの防災

マップを作成するものです。

本コンクールでは、「ぼうさい探検隊活動」の

成果である「防災マップjを広く全国の小学校か

ら募集し、特に優れた作品については、来年 1月

に神戸市で聞かれる国連防災世界会議の参画イベ

ントの中で表彰する予定です。

※応募締切は11月10日（水）、当日消印有効です。

マップの応募方法等詳細は当協会のホームページ

(htゆ：I/www.sonpo.or.jp）、またはマップコンクー

ル事務局（TEL03・3263・0005）までお問い合わせ

下さい。

くぼうさい探検隊の様子＞

・新庄選手が訴えます「やっぱイモビっしょ！」

当協会が事務局となっている「自動車盗難等の

防止に関する官民合同プロジェクトチームJでは、

10月から「第4次自動車盗難防止キャンペーンJ
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協会だより

を実施いたします。

今回は、イメージキャラクターに日本ハムフ

アイターズ、の新庄剛志選手を起用し、「やっぱイ

モピっしょ！」と盗難防止装置イモピライザの認

知度を高めるなど、強力に自動車盗難防止を呼

び掛けていきます。
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なお、当協会では、昨年から10月7日を「盗難

防止の日jと定めており、今年も全国で盗難犯

罪の防止を呼びかける運動を行っていきます。

．交通安全のための啓発教育ビデオ完成！

『交通事故！もしかすると、あなたも加害者

に？～問われる責任と賠償～』

当協会では、高等学校向け教材としてビデオ

「交通事故！もしかすると、あなたも加害者に？

～問われる責任と賠償～J(VHS ・ D V D、25

分）を制作しました。

本ビデオは、現実味のある身近な題材を取り

上げており、また、わかりやすいドラマ仕立て

となっていますので、高等学校のみならず、一

般家庭や自治体、企業においてもお役立ていた

だけます。

現在、若者が加害者となる交通事故は依然高

いレベル（20歳代が全体の26.5%、2003年警察

庁調べ。）にあります。高校生も18歳以上になる

と、普通自動車運転免許が取得でき、交通事故

の加害者となる可能性が高くなりますので、交

通事故で問われる責任と被害者への賠償に備え

るための保険について考えてもらうことが大切

です。

本ビデオは、当協会各支部で無料貸し出しを

行います。また、文部科学省の交通安全教育実

践地域事業指定校のほか、聴覚障害者向けに日

本語字幕入りビデオも作成し、高等部が設置さ

れている全国のろう学校に寄贈いたします。な

お、購入をご希望の場合は、実費 (1本1,890円

（税込み・送料別））で頒布いたします。

くお問い合わせ先〉

当協会生活サービス部企画グループ

TEL: 0与3255-1215

・教員の民間企業研修に協力

当協会では、財団法人東京都私学財団から 8

名の教員を受け入れ、 7月26日～28日の 3日間の

日程で次の研修プログラムを実施いたしました。

〔講義〕

－損害保険業界の現状

－損害保険協会の役割と活動

・損害保険の基礎 など

〔体験〕

・授業プランキット

－交通安全・防災サービス など

〔見学〕

－そんぽ情報スクエア

（株）損害保険ジャパン社本社見学

（株）セコム社防犯設備 など

参加者からは、「あらゆる経済活動に損害保険

が関係していることがわかったJ、「保険に関連

して、日本損害保険協会や各損害保険会社がさ

まざまな活動に取り組んでいることを知ったj、
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「実際の損害保険会社の業務を見学して、民間企

業の活気を肌で感じることができ、刺激を受けた」

などの感想、が寄せられました。

この研修は、（財）経済広報センターが1983年

から毎年実施している「教員の民間企業研修制度j

で、会員企業が小・中・高校の教員を受け入れ、

教員が企業の活動を実際に体験することにより、

企業活動への理解を深め、その体験を生徒に伝え

る等授業に活用いただくことを目的としていま

す。

当協会は、学校教育活動を通じて損害保険への

理解の促進を図るため、さまざまな啓発活動を行

っています。その一環として、 1999年度からこの

制度による教員の受け入れを開始し、今回で、延

べ62人の教員を受け入れたことになります。ご参

加された教員の皆様には、習得された損害保険や

その周辺知識について教育現場でご活用いただい

ています。

・平成15年度「防火ポスター」を作成しました

当協会では、火災予防PRに役立てるため、総

務省消防庁との共同企画により、秋の全国火災予

防運動（11月9日～11月15日）に先がけて、全国

統一防火標語『火は消した？ いつも心に きい

てみてJを掲載した防火ポスター（モデル：長津

まさみさん、裏表紙参照）を作成し、 48万枚を総

務省消防庁に寄贈しました。

なお、本ポスターを100名様に、本ポスターを

デザインしたオリジナル図書カードを50名様にそ

れぞれ抽選でプレゼントします。ご希望の方は、

ハガキに住所・氏名・電話番号と希望の品（「ポ

スター」または「図書カードJ）をご記入のうえ、

下記あてにお申し込み下さい。

干101・8335 東京都千代田区神田淡路町2-9

社団法人 日本損害保険協会

「防火ポスタープレゼントj係

締切り： 10月29日（金）く必着＞

＊当協会のホームページからもご応募できます。

h均：I/www.sonpo.or.jp 
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・「高校教育資料」表紙イラスト＆高校生作文募

集勧奨ポスター図案募集

当協会では、高校生から当協会発行の高校教師

向け損害保険情報提供誌「高校教育資料J（季刊

発行）の表紙を飾るイラストと、高校生に作文コ

ンクールへの応募を呼びかけるためのポスター図

案を募集しています。

お知り合いの高等学校で美術・イラスト等に力

を入れている学校がございましたら、ご勧奨いた

だければ幸いです。

詳しくは、当協会ホームページ（h抗p://www.

sonpo.or.jp）掲載の「懸賞・公募jの募集要項を

ご覧ください。

湾校教資資料

雲寺謹言縁
関－......c.ーら冒園周回，，臨

年高五号電話
濁P咽 V E田園 λ；唱F

a圃・－－・－－91可「

アおよふ損害争：主主1卓会
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読者アンケー卜

（読者の皆さまへ） 219号の内容について、ご意見をお聞かせください

毎号、予防時報をご愛読いただきまことにありがとうございます。

編集部では、誌面のより一層の充実を図るため、読者の皆さまのご意見・ご希望をお伺いすることとい

たしました。

ぜひ以下の回答用紙にご記入いただき、下記あてにご送付くださるようお願い申し上げます（郵送でも

FA Xでも結構です）。

なお、職場等で回覧されている場合は、適宜回答用紙をコピーしていただき、より多くの方々がご意見

を寄せられるようご配慮いただければ幸いで、す。

回答先： （社）日本損害保険協会業務企画部企画・安全技術グループ

回答先住所：干 101-8335 東京都千代田区神田淡路町2-9

FA X番号： 033255 1223 

軍
＼

予防時報アンケート回答用紙（219)

空当
Q 1.今号の記事の内容はどうでしたか（該当する項目にO印をつけてください）。また、参考のためその

理由もお書きください。

記事タイトル
大変役 多少役 どちら 役たあまなにりい立 役に立

理由に立つ に立つ でもない たない

「ICタグ」がもたらす快適生活

日本における終末期医療の現状

なぜ今、CSRなのか（庄談会）

平成15年十勝沖地震による
石油タンクの損傷について

自転車の走行実態と斐通jレ jレ

地震に対する企業防災力評価
システム

Q 2.その他、本誌に関するご意見・ご希望がありましたら、ご記入ください。

女ご協力ありがとうございました。今後ともご愛読のほど、よろしくお願い申し上げます。

52 
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2004年４月・５月・６月・７月

災害メモ

車が突っ込み３人死亡、１人負傷。

●５・31 千葉県香取郡大栄町の東

関東自動車道上り線で、激しい雨の

中で乗用車がガードレールに衝突、

大破。３人死亡、１人負傷。

●６・２　和歌山県海南市の国道42

号の跨線橋で大型トレーラーがカー

ブを曲がりきれず横転、積荷の丸太

約20本がJR紀勢線の線路上に落下、

散乱。快速電車が丸太に乗り上げ先

頭車両が脱線。17人負傷。

●６・10 新潟県新津市の磐越自動

車道でパンク修理のため停車中の社

員旅行マイクロバスにワゴン車が衝

突、大破。３人死亡、14人負傷。

●６・11 新潟県小出市の関越自動

車道下り線で軽トラックが逆走。避

けようとした車が中央分離帯に衝突

するなど６台がかかわる多重事故。

３人死亡、７人負傷。

●６・13 栃木県下都賀郡都賀町の

東北自動車道上り線で乗用車が道路

左側のガードレールを乗り越え、斜

面で横転。３人死亡、１人負傷。

●７・27 岐阜県郡上市の東海北陸

自動車道の平山トンネル内で、乗用

車とトラックが正面衝突し、２台と

も炎上。７人死亡。トラックの前輪

パンクが原因と見られる。

●７・27 福島県いわき市の磐越自

動車道の片側１車線・対面交通区間

で、上り車線を走行中の乗用車が下

り車線にはみ出し、対向のライトバ

ンと正面衝突。４人死亡、１人負傷。

★自然

●６・21 台風６号が高知県室戸市

付近に上陸、関西を縦断。洪水、土

砂崩れ、停電など。強風による架線

事故で新幹線不通など交通網直撃。

５人死亡、118人負傷。

●６・27 佐賀県佐賀市、鳥栖市で、

梅雨前線が停滞し、西から発達した

積乱雲が流れ込み、竜巻発生。15人

★火災

●４・21 茨城県鹿島郡神栖町の

「鹿島石油鹿島製油所」で重油脱硫

装置の反応塔加熱炉付近で火災、炎

上。約53時間後鎮火。

●６・11 鹿児島県曽於郡志布志町

の坂上種苗倉庫から出火。隣接する

木造２階建ての動物病院に延焼。約

495㎡全焼。約２㎞離れた中学校で

生徒ら煙吸い手当て。負傷63人。

★爆発

●５・19 岐阜県高山市の市資源リ

サイクルセンターの清掃工場内ごみ

焼却炉上部の円筒状ボイラーが爆

発。点検作業中の作業員３人が爆風

で飛ばされる。１人死亡、２人負

傷。

●５・27 茨城県つくば市の木質ボ

ード製造会社「日本ノボパン工業つ

くば工場」で爆発。工場内のチップ

など５時間燃える。10人負傷。

●７・30 千葉県山武郡九十九里町

の町立「九十九里いわし博物館」で

爆発。臨時職員１人死亡、１人負傷。

床部分などから可燃性ガス検出。

★陸上交通

●４・10 神奈川県秦野市の市道で

道路脇に駐車中の大型トラックに５

人乗りの乗用車が衝突、大破。５人

死亡。スピードの出しすぎが原因。

●５・４　愛知県春日井市の県道で

乗用車が縁石に乗り上げて横転し、

案内標識支柱に激突、大破。４人死亡。

●５・20 栃木県下都賀郡壬生町の

県道で路肩に車を停めて話しをして

いた男女４人に、専門学校生（19）の

負傷。

●７・13 新潟・福島豪雨。グラビ

アページへ

●７・17～　福井県北部を中心に集

中豪雨。堤防決壊、土砂崩れ、住宅

浸水や冠水、停電など。５人死亡、

19人負傷。

●７・31～　中国、四国、近畿　台

風10号と通過後の大雨及び台風11号

による被害。強風、浸水、停電、土

砂崩れ、交通寸断など。３人死亡、

19人負傷。

★その他

●４・２　大阪府高槻市の府住宅供

給公社団地の児童公園のメリーゴー

ラウンドと呼ばれる遊具で遊んでい

た児童が指を切断。２人負傷。

●６・16 宮城県仙台市の新日本石

油精製仙台製油所で、製油装置の配

管修理をしていた作業員が硫化水素

と見られるガスを吸い倒れる。３人

負傷。

●６・19 北海道室蘭市の新日鉄室

蘭製鉄所の中央発電所でガス漏れ。

ボイラー定期点検作業中の作業員ら

一酸化炭素中毒。１人死亡、５人負

傷。

●７・５　広島県呉市の造船会社

「アイ・エイチ・アイマリンユナイ

テッド」呉工場で建造中のコンテナ

船の鉄製ブロックが倒壊。２人死亡、

２人負傷。

●７・８　岩手県北上市の自動車部

品製造工場で製造ラインを点検中の

作業員が、別の作業員が誤って開閉

スイッチを押したため、壁と「計量

ホッパー」の挟まれる。３人死亡。

★海外

●４・10 メキシコ・ヌエボプログ

レッソの２階建て観光客相手のレス

トラン、みやげ物店と３階建てショ

ッピングセンターが爆発で全壊。レ
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ストラン２階のLPGタンクからのガ

ス漏れか。６人死亡、14人負傷。

●４・10 ロシア・ケメロボの炭鉱

の地下560ｍでメタンガス爆発。停

電、換気装置停止。火災発生せず。

再爆発恐れ救助に機械類使えず。47

人死亡、13人負傷。

●４・15 中国・四川省重慶の化学

工場で連続爆発事故。液化塩素容器

が７個以上壊れ塩素漏洩。石灰水を

散布して中和処理。９人死亡。

●４・23 アメリカ・イリノイ州の

化学工場の塩化ビニル樹脂プラント

で塩化ビニルと酢酸ビニルを混合中

連続爆発、火災。２日以上燃え続け

る。５人死亡、７人負傷。

●４・20 中国・江西省南昌の住宅

街で、数年前に操業を停止した化学

工場に残されていた液体塩素タンク

から塩素漏洩。住民ら中毒。288人

負傷。

●４・20 中国・北京の金鉱から青

酸ガスを含んだ廃液が漏洩、住民ら

中毒。３人死亡、15人負傷。

●５・11 イギリス・グラスゴーの

工場で爆発、大破。９人死亡、37人

負傷。

●５・23 フランス・パリのシャル

ルドゴール空港2Eターミナルでアー

チ型天井部分が崩落。４人死亡３人

負傷。

●５・28 イラン・テヘランの北方

約70㎞を震源とするM6.3の地震。山

岳地域を中心にがけ崩れによる被

害。約１時間後に同地域でM4.3の余

震。45人死亡、200人負傷。

●６・16 インド・マハラシュトラ

州で、豪雨により線路に落石。州都

ムンバイに向かっていた旅客列車が

乗り上げて脱線。一部車両は高架橋

から宙吊りの状態。20人死亡。

●６・24 イラン・ノスラターバー

ドでガソリンを積載したタンクロー

リーがスピードオーバーでコントロ

ールできず横転。警察署の検問所で

順番待ちしていた満員のバスに衝

突。バス６台全焼。90人死亡、114

負傷。

●７・16 インド・クンバクナムの

初級学校で火災。児童ら90人死亡、

22人負傷。

●７・22 トルコ・サカリア県で列

車脱線・転覆。グラビアページへ。

●７・30 ベルギーで地下の天然ガ

スパイプライン大爆発。21人死亡、

120人負傷。

●７月中旬　インド・ビハール、ア

ッサムなどでモンスーンの豪雨によ

り広い地域で洪水。鉄道、道路が寸

断され、救援物資の輸送に支障。

686人死亡。

●７月中旬　中国・上海など中部、

南部一帯を中心に豪雨による洪水。

土石流発生。479人死亡。

昭和
25年

編集委員

秋山　亘 あいおい損害保険(株)
岡田純知 日本興亜損害保険(株)
海司昌弘 三井住友海上火災保険(株)
小出五郎 日本放送協会解説委員
齋藤　威 科学警察研究所交通部長
桜井由夫 (株)損害保険ジャパン
関口和重 東京消防庁次長兼予防部

長事務取扱
田村昌三 横浜国立大学客員教授
長谷川俊明 弁護士
森宮　康 明治大学教授
八田恒治 東京海上日動火災保険(株)
山岸米二郎 (財)気象業務支援セン

ター参与
山崎文雄 千葉大学教授

編集後記

来年１月で阪神・淡路大震災から
丸10年になります。また、予防時報
は、次号で創刊55年となります。そ
こで、次号（220号）は、「阪神・淡
路大震災から10年」を統一テーマと
した特集号とすることにしました。
震災が過去のものとなりつつある
今、予防時報としても阪神・淡路大
震災の教訓を今後に伝えていければ
と考えています。 （坂本）
ニッポン勢が大活躍をしたアテネ
オリンピックの終了と同時に、暑
（熱）かった夏も終わろうとしてい
ます。オリンピックのメダル獲得総
数最多記録の更新に合わせるかのよ
うに、今年の夏は人間の体温を超え
るような気温の日が続き、記録的な
猛暑となりました。こと災害につい
てだけは被害規模等、記録更新とな
らぬよう祈る今日この頃です。

（生駒）

お詫びと訂正

218号に以下の誤りがありました。訂正しお詫び致します。

54ページ　３段目の３行目

(誤)三井海上火災保険㈱→(正)三井住友海上火災保険㈱

55ページ　写真（下）は天地が逆でした。

＊早稲田大学理工学総合研究センター内　災害情報センター

（TEL.03-5286-1681）発行の「災害情報」を参考に編集しました。

ホームページ　http://www.adic.rise.waseda.ac.jp/adic/index.html



2004年8月1日、パラグアイの首都アスンシオン郊外の

大型スーパーで、爆発を伴う火災が発生し、少なくとも

283人が死亡し、300人が負傷するという大惨事になったO

これだけ多くの死傷者カf出たのは、経営者側は否定し

ているが、盗難防止のために警備員が客の退出を制限し

たため多くの人が逃げ遅れたからと見られている（出入

圃・・・・

・・『・唱・F’喧・E

・E・E・・E・E・

E・.....

fljl 
り口が閉鎖されていたという避難者の証言あり）。

スーパーに併設された飲食店のガスボンベが爆発し、

その後一気に燃え広がったという。消防当局はガス爆

発や漏電などが出火原因と見て調べているが、経営者

側は放火の疑いもあると見ている。

－ [I 』 ~,,I

一一一
。サンテレ・フォト
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E胃悶官署
E頑軍事司圃

2004年 7月22日午後 7時半

（日本時間23日午前 1時半）ごろ、

トルコ北西部のサカリヤ県パム

コパ付近で、イスタンブール発

アンカラ行き特急列車（ 5両編

成）が脱線、転覆した。この事

故により、乗客234人のうち36

人が死亡し、 55人が負傷した。

＠サンテレ・フォト
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2004年8月9日午後3時28分ごろ、福井県美浜町の関西電力

美浜原子力発電所のタービン建屋内で、復水管カず破裂し、

定期点検の準備作業をしていた下請け会社の社員11人のう

ち4人が死亡し、 2人が重体、 5人が重軽傷を負った。

復水管の肉厚は10ミりであるが、破裂箇所は1.4ミリに減

肉していた。なぜこれだけ滅肉するまで放置されていたのか、

安全管理のあり方カず開われている。

。毎日新聞社

新潟集中豪雨で
甚大な被害

おもな被害（消防庁調べ7月21日現在）

人的被害（人）

2004年 7月12日から13日にかけて、新潟県中越地方を中心に猛烈な集中豪雨

が襲い、急激に増水した信濃川支流の刈奇田川、五十嵐川などが破堤し、甚大

な被害をもたらした。そのため気象庁は「平成16年7月新潟・福島豪雨」と命

名した。

住家被害

全壊 半壊
一部 浸7]<

損壊 （床上） （床下）

福島県 。。。 8 90 

新潟県 22 144 95 3,652 22, 119 

合計 22 144 95 3,660 22,209 

土砂災害（国土交通省調べ7月21日現在）

．がけ崩れ 302箇所

（新潟277福島 5 秋田 8 山形 16)

・地すべり 70箇所

（新潟 58 福島 3 山形 8 秋田 1)

・土石流 12箇所

（新潟 7 山形 4 富山 1)

＠毎日新聞社



安全防災関係主な刊行物／ビデオのご案内
． 刊行物 （有料のものと無料のものがあります。また割問Jj途ご負担いただいております。）

交通安全関係

圃交通安全の基礎知識 （交通安全マニュアル） ・貨物自動車の安全な運転法に関する調査・研究報告書

．交通安全情報源ファイル E車両形状別・シートベルトの分析報告書

・自動車保険データにみる交通事故の実態 ・企業の自動車事故防止・軽減に資する手法の調査・研究報告書

・交通事故死傷者の人身損失額と受傷状況の研究 ・企業における効果的な交通安全対策構築に関する調査・研究報告書

・交通事故被害者の受傷状況についての分析I、E ・自動車保険データにみるシヱアドライバー事故の現状と予測

安全技術関係

・予防時報 （季刊） 量工場防火に関する調査・研究報告書

・災害に負けない企業っく り ・企業のリスクマネジメン卜に関する調査・研究報告書

．危険物と産業災害一知っておきたい知識と対策一 ．建物の耐震技術に関する調査・研究報告書

・地震と産業被害 （山崎文雄著） ・改正建築基準法に関する調査・研究報告書

・世界の重大自然災害 ．海外安全法令シリース’（No.l～13) 

・世界の重大産業災害 ・洪水ハザードマップ集（CD-ROM)

．病院における医療安全対策に関する調査・研究報告書 ．東海豪雨そのとき企業は

・自然災害被害の防止・軽減に視するための調査・研究報告書 一企業が地域どかかわっていく ためのヒント集ー

。交通安全・安全妓術関係の刊行物につきましては、当協会業務企画部企画・安全技術グループ打EL.(03)3255-139ηまでお問い合わせ下さい。

災害予防関係

・災害と事故防止のハンドブック ．災害絵図集ー絵で見る災害の歴史ー

・巨大地震と防災 •NPOのためのリスクマネジメン卜
．津波防災を考えるー付・全園地域別津波情報ー

置ドリルDE防災一災害からあなたを守る国語・算数・理科・祉会一

・ドリルDE防災 PartJI－災害からあなたを守る国語・算数・理科・社会一

．古都の防災を考えるー歴史環境の保全と都市防災ー

。災害予防関係の刊行物につきましでは、当協会生活サービス部NPO・防災クループ[TEL.(03)3255-1294］までお問い合わせ下さい。

・ビデオ
交通安全関係

．ザ・チヤイルドシート［29分］ ・シニアドライバーー急増する高齢ドライバーの事故－［35分l
．ザ・シートペルト［37分］ ．交差点事故を防ぐ［18分］

．ザ・シートベルト 2[22分］ ．追突ー混合交通の落とし穴［27分］

。各種交通安全ビデオは、実費で頒布しております。

損保セーフティ事務局打EL(03)3561-2592、受付時間AM9:00～PM6:00（月曜～金曜）

災害予防関係

・開国迫る ！日本の機械安全一国際安全規裕18012100ー［26分］ ・昭和の自然災害と防災（日）関［鈎分l
・自然災害を知り備える一平成の災害史－［25分］ ・応急手当の知識［26分］

・河川災害の教訓［24分］ ．稲むらの火［16分］

・風水害に備える［21分］ ．絵図にみるー災害の歴史－［21分］

・その時きみは？一良太とピカリの地震防災学一［19分］ ．老人福祉施設の防災［18分］

．地震 ｜パニックを避けるために［23分］ ・羽ばたけピータン［16分］

．地震 lその時のために一家庭でできる地震対策 [28分l ・市民防災力の強化を目指して ～2003年11月開講地域防災リ ーダー

．検証『91台風19号一風の傷跡－［30分］ 養成講座（みやぎ防災整）からり05分］

・火山災害を知る（日）使）［25分］ ．わがまち再発見 lほうさい探検隊［22分］

・火災と事故の昭和史（日児期［3~子1 .NPO・NGO運営上のリスクとその対処［20分1
．高齢化社会と介護一安心への知恵と備え－［3的子1

。下記のビデオは実費で頒布しております。

「開国迫る ！日本の機械安全一国際安全規格18012100-J (CD-ROM有） 申込先 ：（株lイメージプランニング[TEL(03)5272-9990]

「わがまち再発見 lぼうさい探検隊J「NPO・NGO運営上のリスクとその対処」 申込先 ：附テレビ朝日映像[TEL(03)3587-8150]

。交通安全・災害予防関係ビデオは、講演会や座談会などにこ利用下さい。ビデオについては、上記記載の他多数用意しております。

当協会各支部［下記参照］にて、無料貸し出ししております。

各種ビデオの内容につきましては、生活サービス部NPO・防災クループ[TEL.(03)3255-1294］までお問い合わせ下さい。

当協会各支部連絡先

北海道＝（011)231・3815 東北＝（022)221-6466 関 東＝(03)3255-1450 1.黄浜＝（045)681・1966 静 岡 ＝(054)252-1843 

北陸＝（076)221・1149 名古屋＝（052)971-1201 近畿＝（06)6202-8761 中国＝（082)247-4529 四国＝（087)851・3344

九州＝（092)771-9766 沖縄＝(098)862-8363 
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かけがえのない環境と安心を守るために

（社）日本損害保険協会はIS014001を認証取得しています。

JIJA-EM17自1

日本損害保険協会の安全防災事業

交通安全のために
・交通安全啓発のための広報活動
．交通安全推進ビデオの販売・貸出
・交通安全教育事業への協力
・救急医療体制整備の援助
・交通事故防止機器財の寄贈

災害予防のために
・消防機材の寄贈
・防火標語の募集・防災ポスターの寄贈
・防災シンポジウムの開催
・防災ビデオの貸出
・防災教育の推進

安全防災に関する調査 ・研究活動
交通事故、火災、自然災害、傷害、賠償頁
任等さまざまなリスクとその安全防災対策
について、 調査研究活動を進めています。

設 日本損害保険協会
干101・8335 東京都千代田区神田淡路町2-9

電話03(3255) 1397 （業務企画部企画 ・安全技術グループ｝

http.//w州 son'oor. JP 

あいおい損保

朝日火 災

卜ーア再保険

日新火災

共栄火災

ジ ェイアイ

スミセイ損保

セコム損害保険

セゾン自動車火災

ソニー損保

損保ジャ パ ン

そんぽ 2 4 

大同火災

東京海上日動

ニッセイ同和損保

日本興亜損保

日本地震

日立キャピヲル損保

富士火災

三井住友海上

三井ダイレクト

明治 損 保

安田ライフ損保

（社員会社50音順）
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｜ 商品名 ｜古紙含有率l白色度
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